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 めにߓߪ

Ⅰ.ࡊイࡃシᮭの展開過程 

Τ.ࡊイࡃシ概念の転឵ 

Υ.ࡊイࡃシᮭの射程範࿐ 

Φ.ࡊイࡃシᮭをめߋるੑつの保護理論 

結語 

 

 にߓߪ

個ޔにߕᮭ力のᐓᷤをฃけޔ的領域内において⑳ޔߪにᮭシࡃイࡊ憲法学におけるࠞࡔࠕ

人߇ある種の㊀要ߥ定を⁛立ߒて行うこと߈ߢ߇るという個人の自己定を保護ߔる意味߽含߹ࠇ

ると理解さࠇている
1
人間社会におけるޟ߇ޠ個人のዅ㊀ޟあるߢ近代立憲主義の基本原理ޔߒ߆ߒ。

価値の根元߇個人にあるとޔߒ何に߽߹さߞて個人をዅ㊀ߔる原理
2
ޔという個人主義の原理と捉えޠ

そࠞࡔࠕ߇ࠇ合衆国憲法の基礎に߽据えࠇࠄているとߔるޔ߫ࠄߥ個人の自己定߇憲法保護さ

的領域内の個人⑳ޔのฬの߽とにᮭシࡃイࡊޔߕࠄわ߆߆に߽。߆いߥߪߢ当然のことߪるのࠇ

の自己定をわߑわߑ憲法保護ߔることにߤのࠃうߥ意義߇あるの߆。 

本Ⓜޔߪߢこのࠃうߥ問題意識の߽とޔ何故ࠞࡔࠕޔ憲法学においてࡊイࡃシ߇ᮭ個人の自

己定を保護ߔる߹ߢ大ߒたの߆をࡊイࡃシᮭの展開過程を検討ߔることߢ߆ࠄにߔる。た

ࠕた߈てࠇࠄ型的に用いౖߢ߹ࠇこޔߪチ方法ࡠࡊࠕる本Ⓜのߔの展開に関ᮭシࡃイࡊޔߒߛ

たᓥ来のߞるといߔる㧕್例のᱧผ的展開を概観ߔ合衆国最高ⵙとޔ合衆国最高ⵙ್所㧔以ਅࠞࡔ

 。あるߢる߽のߥ異ߪチ方法とࡠࡊࠕ

何故ޔࠄߥᓥ来のࡠࡊࠕチ方法における各್例の取ࠅ扱い方ᤨޔߪ系列とߒてのㅪ⛯性ߪあߞた

にޔࠃߖそࠇߙࠇ別個ޔ⁛立ߒた見ࠇࠄ方に留߹ߞていたࠃうに思えるߢࠄ߆ある。このࡠࡊࠕチ

                                                           
1 芦部信喜ޡ憲法学Τ人ᮭ総論ޢ有斐㑑㧔1994 年㧕391 㗁。 
2 宮ᴛ俊義ޡ憲法Τ[新 ]ޢ有斐㑑㧔1959 年㧕213 㗁。 
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方法ޔߪߢ憲法に示さࠇていߥい個別的自由をࡊイࡃシᮭにߞࠃて保護さࠇうる߆否߆といߞ

たޔいわ߫ࡊイࡃシᮭに含߹ࠇる個別的自由の検討߇主体とߞߥてߞ߹ߒていた感߇ある。こࠇ

シࡃイࡊޔ߫ࠇߔ言឵ޔ߆るの߈ߢる個別的自由を保護ߥ問題と߇ᮭシࡃイࡊޔ何故ޔߪߢ

ᮭとߪいߥ߆るᮭ利ߥの߆といߞたࠞࡔࠕ憲法学におけるࡊイࡃシᮭの全体像߇見えにくいࠃ

うに思える。 

そこߢ本Ⓜࠞࡔࠕޔߪߢ憲法学におけるࡊイࡃシᮭの展開を追うにߒて߽ޔ主眼を個別的自

由ࡊࠄ߆イࡃシᮭ本体に移ߒて考察ߔる。ߥߔわちޔᓥ来ޔ個別的自由を保護ߔる߆否߆といߞ

た観点ࠄ߆見て߈たޔ߇本Ⓜࡊޔߪߢイࡃシ߇ᮭそࠄࠇの自由を含こと߈ߢ߇るための個別的

事情߿保護理論といߞた要素を俎にあࠞࡔࠕޔߍ憲法学におけるࡊイࡃシᮭのޟ論理ޠの展

開を構ㅧ的に分析ߔる。 

そのためޔⅠࠞࡔࠕߪߢ憲法学において個人の自己定を保護ߔる߹ߢに⥋ߞたࡊイࡃシᮭ

のᱧผ的展開を概観ߔる。Τࡊޔߪߢイࡃシ概念の転឵という観点ޔࠄ߆Griswold v. Connecticut3

㧔以ਅޔGriswold ್とߔる㧕と Eisenstadt v. Baird4
㧔以ਅޔEisenstadt ್とߔる㧕を比較検討ߔ

る。Υࡊޔߪߢイࡃシᮭの射程範࿐という観点ޔࠄ߆Eisenstadt ್と Roe v. Wade5
㧔以ਅޔRoe

್とߔる㧕を比較検討ߔる。Φࡊޔߪߢイࡃシᮭをめߋる保護理論という観点ޔࠄ߆Griswold

್の半影理論と Roe ್の実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論を検討ߔる。こうߒた視点ࠄ߆の再検討ޔߪ

ߒ国の自己定ᮭの素᧚と߇議論の渦中にあるわߛ未ޔをその沿革に持ちᮭシࡃイࡊのࠞࡔࠕ

て߽有益ߢあると考える。 

 

Σ．プイࠪࡃ権の展開過程 

発߇社会ࠞࡔࠕޔߒ߆ߒ。いߥていߒについて文規定ᮭシࡃイࡊޔߪ合衆国憲法ࠞࡔࠕ

展ߔるにつࠇてޔ社会秩序を維持ߔるためにࡊޔイࡃシにᮭ利性を持たࠃߖうとߔる動߇߈見ࠄ

たߞߥうにࠃるࠇ
6
。そうߒた中ޔSamuel Warren㧔以ਅޔWarren とߔる㧕と Louis Brandeis㧔以ਅޔBrandeis

とߔる㧕߇著ߒたޟThe Right to Privacy7
ࠅࠃという言葉をޠシࡃイࡊޟにおいてࠞࡔࠕޔߪޠ

有ฬにさߖた論文ߢあるといわࠇている
8
。 

Warren と Brandeis  うᮭ利㧔right to be letࠄておいて߽ߞߢ一人ޟޔߪとシࡃイࡊたߓ論߇

                                                           
3 381 U.S. 479 (1965).  
4 405 U.S. 438 (1972). 
5 410 U.S. 113 (1973). 
6 例え߫1880ޔ 年の Newell v. Whitcher, 53 Vt. 589 においてޟ静ߥ߆る居おࠃびࡊイࡃシᮭ㧔right of quiet 

occupancy㧕ޠという表現ࡊޔߢイࡃシにᮭ利性を持たߖて捉えている。 
7 Samuel Warren, Louis Brandeis,“The Right to Privacy”,4 HARV. L. REV. 193 (1890). ߥおޔ邦⸶とߒてサࡓエ࡞・D・

ウࠜン/࡞イス・D・ࡉン࠳イス㧔外間寛⸶㧕ࡊޟイࠔࡧシのᮭ利㧔一㧕ޠ法ᓞᤨ報第 31 巻第 7 ภ㧔1959

年㧕。 
8 Benjamin E. Bratman, Brandeis and Warren’s“The Right to Privacy and the Birth of the Right to Privacy”, 69 TENN. L. 

REV. 623, at 626 (Spring, 2002). 
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alone㧕ޠと߫ࠇる߽のߢある。その目的ޔߪ人の興味を惹߈つけるための扇動的ߥ報߿人の肖像

を無断ߢ広告に使用ߔることにߞࠃて侵さࠇる個人のޟ⑳生活߿家庭生活の聖ߥ領域ޠの保護にあ

たߞ
9
。例え߫ޔ日刊⚕のコߢߤߥࡓ書߈たてࠇࠄるࠧシッߤߥࡊの類ޔߪ彼ࠄに言わޟ߫ࠇߖ家族

生活の領域を侵ߔことにߞࠃて߆ߒ入手ߥ߈ߢい種類ޠの߽のߢあޔࠅそࠇにߞࠃて報さࠇた個人

るߥことにߒ⧰悲嘆に߿精的⧰痛ߪ
10
。その結果とߒてޔ人々ߪ堕落ޟޔߒ社会規範߿ᓼ性の

ૐਅを߽たߔࠄ
11
࡞スタイࡈイ自に⁛߇を個人シࡃイࡊޔߪࠄ彼ޔある。そのため߇ࠇおそޠ

を形成ߔるために不可ᰳᮭߥ利ߢある置ߠけたのߢある。 

この論文の影響ޔߢイエࡠ・ࠫャࡓ࠭࠽に対ߔる個人のࡊイࡃシᮭ侵ኂを主張ߔる⸷訟

たߞߥうにࠃるࠇて認識さߒ民事法の不法行ὑ法の法理とߪᮭシࡃイࡊ初期のޔ増え߇
12
。た

的空⑳ޔうにࠃていたߒとޠ領域ߥ聖ޟ家庭生活を߿個人の⑳生活ޔߪᮭシࡃイࡊ初期のޔߛ

間内における⑳事の開を回避ߔるޟ⑳事の秘匿ޠの保護を目的とߔる߽のߢあޔࠅ個人のޟ自己

定ޠの保護を目的とߔる߽のߞ߆ߥߪߢた
13
。 

߹た1960ޔ 年代以前߹ߢのࠞࡔࠕにおけるࡊイࡃシ法理ޔߪ憲法ޔ十分ߥ注意߇払わࠇて

いߞ߆ߥたとさࠇている
14
。こޔߪࠇ実際に1960ޔ 年以前߹ߢの合衆国最高ⵙ್例߽ࠄ߆窺い知るこ

と߈ߢ߇る。例え߫ޔ日ࡊޔイࡃシᮭの್例とߒて認識さࠇている Meyer v. Nebraska15
㧔以

ਅޔMeyer ್とߔる㧕と Pierce v. Society of Sisters16
㧔以ਅޔPierce ್とߔる㧕ޔߪߢそࠇߙࠇ

第 14 ୃ正を根にޟ親の子߽ߤを養育ߔるᮭ利ޠとޟ親の子߽ߤの養育と教育を方向付けるᮭ利ޠ

 。たߞ߆ߥていࠇ認識さߪるとࠇ߹に含ᮭシࡃイࡊ߇たᮭ利ߒそうޔ当ᤨޔ߇たࠇ憲法保護さ߇

憲法問題とߒてࡊイࡃシ߇ᮭ論ࠇࠄߓ始めたのޔߪ避妊ౕの使用を禁ᱛߔる Connecticut Ꮊ法
17

                                                           
9 Warren and Brandeis, supra note 7 at 195-196. ウࠜン/ࡉン࠳イス㧔外間⸶㧕・前掲論文注㧔7㧕19 㗁。 
10 Id. at 196. ウࠜン/ࡉン࠳イス㧔外間⸶㧕・同 19 㗁。 
11 Id. ウࠜン/ࡉン࠳イス㧔外間⸶㧕・同 19 㗁。 
12 See, e.g., William L. Proseer, “Privacy”, CAL. L. REV, 48 (1960). 
13 MICHNAEL J. SANDEL, DEMOCRACY’S DISCONTENT , 94 (1996).網 㧔金原恭子・小林正弥・࡞࠺J・サン・࡞イケࡑ

⸶㧕ޡ民主の不満網 共哲学を求めるࠞࡔࠕ㧔㧕ޢ㧔勁草書ᚱ2010ޔ 年㧕119 㗁。 
14 Id. at 97. サン࡞࠺・(金原/小林⸶) ・同 119 㗁。 
15 262 U.S. 510 (1923). 
16 268 U.S. 510 (1925).  
17 CONN. GEN. STAT. §53-32 (1958).  

“Any person who uses any drug, medicinal article or instrument for the purpose of preventing conception shall be fined not 

less than fifty dollar or imprisoned not less than sixty days nor more than one year or both.” 

60ޔߪた者ߒの⮎物を使用ߤߥ避妊ౕߪ避妊⮎あるいޔ避妊を目的にޟ ド࡞以の罰金又ߪ 60 日以 1 年以ਅ

の懲役に処ޔߒ又ߪ併科ߔる。ޠ(筆者⸶)。 

CONN. GEN. STAT. §54-196 (1958).  

“Any person who assists, abets, counsels, causes, hires or commands another to commit any offense may be prosecuted and 

punished as if he were the principal offender.” 

てߒ犯罪者とޔߪた者ߒ㓹用ޔߒ誘引ޔߒ他人を教唆ߪ又ޔる者ߔ助言ޔߒ助成ޔߒうࠃߔ他人に罪を犯ޟ

起⸷さޔࠇ罰ࠇࠄߖる。ޠ㧔筆者⸶㧕。 
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の合憲性߇わࠇた Poe v. Ullman18
㧔以ਅޔPoe ್とߔる㧕においてߢある。Poe ್の法ᑨ意見

߇当法ᓞޔߪ 80年間適用さࠇていߥいことࠄ߆ม法್断の適合性をᰳくとߒて本件をළਅߒたޔ߇

対意見を述ߴた Douglas ⵙ್ቭと Harlan ⵙ್ቭޔߪ当法ᓞޟߪ婚姻関係という親密性に影響を

及߷ߔ

19
のシࡃイࡊる行ὑにおけるߔ事柄に関ߥ個人の⑳生活という最߽親密ޟޔࠅあߢの߽ޠ

過ᐲߢ不当ߥ侵ኂߢある

20
 。ていたߒに憲法の保護をਈえる見解を付ᮭシࡃイࡊޔというޠ

この Poe ್における両ⵙ್ቭの見解߇法ᑨ意見とߒて扱わࡊޔࠇイࡃシ߇ᮭ憲法のᮭ利と

ߪたのࠇて初めてᛚ認さߒ 1965 年の Griswold ್ߢある。Griswold ್ޔߪߢPoe ್において問

題とߞߥていた Connecticut Ꮊ法の当条㗄߇ᄦ婦のࡊイࡃシを侵ኂߔる߽のとߒて再び問題と

たߴた。法ᑨ意見を述ߞߥ Douglas ⵙ್ቭᮭޟޔߪ利章ౖ中のある特定の保㓚ޔߪ射にߞࠃて形成

さࠇる半影㧔penumbra㧕を有ޔߒこࠄࠇの諸保㓚に生と実体をਈえることに役立ߞている
21
ߒとޠ

てޔ第 1 ୃ正・第 3 ୃ正・第 4 ୃ正・第 5 ୃ正・第 9 ୃ正に求める半影理論にߞࠃてࡊイࡃシᮭ

の憲法の根をዉ߈出ޔߒConnecticut Ꮊ法の規定を㆑憲とߒた。 

その後1972ޔ 年の Eisenstadt ್においてࡊイࡃシޟߪᮭ子供を産߆否ࠃ߆うߥ個人に根本

的ߥ影響をਈえる事柄についてޔ府ࠄ߆の不当ߥᐓᷤをฃけߥいための個人のᮭ利
22
て捉えߒとޠ

るߔ未婚者への避妊ౕの配Ꮣを規制ޔた。その結果ࠇࠄ Massachusetts Ꮊ法 21 㗄
23
と 21㧔A㧕㗄

24
ޔߪ

                                                           
18 367 U.S. 497 (1961). 
19 Id. at 519 (Douglas, J., dissenting). 
20 Id. at 539 (Harlan, J., dissenting). 
21 Griswold, 389 U.S. at 484. 
22 Eisenstadt, 405 U.S. at 453. 
23 MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 272, 聰21 (1966).  

“Except as provided in section twenty-one A, whoever sells, lends, gives away, exhibits or offers to sell, lend or give away 

an instrument or other article intended to be used for self-abuse, or any drug, medicine, instrument or article whatever for 

the prevention of conception or for causing unlawful abortion, or advertises the same, or writes, prints, or causes to be 

written or printed a card, circular, book, pamphlet, advertisement or notice of any kind stating when, where, how, of whom 

or by what means such article can be purchased or obtained, or manufactures or makes any such article shall be punished by 

imprisonment in the state prison for not more than five years or in jail or the house of correction for not more than two and 

one half years or by a fine of not less than one hundred nor more than one thousand dollars.” 

ߒ⧯ฃ胎の੍防ߪ物又ߪくߒ⧯る器ౕߔることを意࿑ࠇ自慰行ὑの用に供さޔる場合を㒰いてߔ㗄に規定(A)21ޟ

くߪ不法ߥ堕胎の用に供さࠇる如何ߥる⮎物ޔක療⮎品ޔ器ౕ⧯ߒくߪ物をޔ⽼売ޔߒ⾉ਈޔߒ配Ꮣޔߒ展示

うにࠃのߤޔߢこߤޔいつߪ又ޔߒ同様の߽のの広告を出ߪ又ޔߒ配Ꮣの依頼をߪくߒ⧯ਈ⾉ޔ売⽼ߪ又ޔߒ

チޔドる種のࠞߥ如何ޔߔを示߆るࠇ入手さߪくߒ⧯購入߇た物ߒそうޔߢ手段ߥうࠃのߤޔ誰にޔてߒ

シޔ書物ࡄޔンࡈッޔ࠻広告物⧯ߒくߪ掲示物をޔශޔߒ書ߒ⧯ޔ߈くߪශޔߒ又ߪ出 ߔる準備をޔߒ

又ߪこのࠃうߥ物をޔ製ㅧ⧯ߒくߪ制作ߒた者ޔߪᎺ刑ോ所にて5年以ਅの懲役⧯ߒく2ߪ年半以ਅの矯正ᣉ設

への容ޔ又100ߪド࡞以1000ド࡞以ਅの罰金に処ߔる。ޠ㧔筆者⸶㧕。 

24 MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 272, 聰21A (1966).   

“A registered physician may administer to or prescribe for any married person drugs or articles intended for the prevention 

of pregnancy or conception. A registered pharmacist actually engaged in the business of pharmacy may furnish such drugs 

or articles to any married person presenting a prescription from a registered physician.” 

る。⮎局業を行う⊓録߈ߢ߇ることߔ処方ߪくߒ⧯避妊ౕを投ਈߪ避妊⮎又ޔ既婚者にޔߪたක師ࠇ録さ⊓ޟ

さࠇた⮎師ޔߪ⊓録さࠇたක師の処方にᓥいޔ既婚者に避妊⮎又ߪ避妊ౕを⽼売ߔること߈ߢ߇る。ޠ㧔筆
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第 14 ୃ正のᐔ等保護条㗄㆑とߒて㆑憲とさࠇた。 

そߒて1973ޔ 年ޔ堕胎の自由߇問題とߞߥた Roe ್ࡊޔߪߢイࡃシᮭをޡޟ基本的ߒ߽ޢ

くޡߪ秩序ある自由の概念の中に暗に示さࠇているޢとさࠇる個人のᮭ利ޠと捉えޟޔ女性の妊ᆼを

終了ߔる߆否߆を定ߔること߹ߢ包含߈ߢる
25
るߔ自己定を保護ߪにᮭシࡃイࡊޔてߒとޠ

意味߽包含さࠇることを߆ࠄにߒた。たࡊޔߒߛイࡃシߪᮭ無制限に認めࠇࠄる߽のߥߪߢくޔ

Ꮊに߿ޟにߧࠇ߹߿利益㧔compelling interest㧕߇ޠある場合にߪ制約߈ߢるとさࠇた。そのためޔ

合衆国最高ⵙ࠻ޔߪイࡔスタᨒ組
26
をណ用ޔߒその結果ޔᎺの߿ޟにߧࠇ߹߿利益ߪޠ認めࠄ

第ޔߒいと್断ߥࠇ 14 ୃ正の自由の概念に基ߠく実体的࠺ュࡠࡊ・セス論にߞࠃて Texas Ꮊ法の

堕胎を禁ᱛߒた 1191 条
27
1192ޔ 条

28
1193ޔ 条

29
1194ޔ 条

30
1196ޔ 条

31
を㆑憲とߒた。 

                                                                                                                                                                  
者⸶㧕。 

“A public health agency, a registered nurse, or a maternity health clinic operated by or in an accredited hospital may 

furnish information to any married person as to where professional advice regarding such drugs or articles may be lawfully 

obtained.” 

ޔߪている⸻療所ࠇて営業さߞࠃた病院にࠇ認定さߪくߒ⧯た病院ࠇ認定さޔߪ又ޔ正⋴護師ޔ衆衛生当局ޟ

避妊⮎又ߪ避妊ౕに関ߔる専門的助言߇正当に得ࠇࠄうる場所ߢあޔ߫ࠇ既婚者にその情報をឭ供ߔること߇

 。㧔筆者⸶㧕ޠ。る߈ߢ

“This section shall not be construed as affecting the provisions of sections twenty and twenty-one relative to prohibition of 

advertising of drugs or articles intended for the prevention of pregnancy or conception; nor shall this section be construed 

so as to permit the sale or dispensing of such drugs or articles by means of any vending machine or similar device.” 

るߔる広告を禁ᱛߔ避妊ౕに関ߪ避妊⮎又ޔ本㗄をޟ 20 㗄と 21 㗄の規定に影響を及߷߽ߔのと解釈ߒてࠄߥߪ

配Ꮣをߪくߒ⧯避妊ౕの⽼売ߪ避妊⮎又ޔてߞࠃる߽のにߔに類似ࠇそߪ自動⽼売機又ޔߪ本㗄ޔい。߹たߥ

許可ߔることに関ߒて߽ޔ同様とߔる。ޠ㧔筆者⸶㧕。 
25 Roe, 410 U.S. at 153. 
26 Roe ್において合衆国最高ⵙ್ޔߪ当ᤨのක療水準に基ߠいてޔᎺの中⛘規制をਃ分に分けޔ府にࠃる

中⛘規制の許容範࿐を示ߒた。ߥߔわちޔ第一期ޔߪߢ府ߪ中⛘を禁ᱛߒてޔߕࠄߥߪ中⛘をߔる場合にߪ免

許の持つ産科කにߞࠃて行わߥけߥࠄߥ߫ࠇいというක療の要件ߛけに留߹る。第ੑ期ޔߪߢ府ߪ中⛘を禁

ᱛߔることߥ߈ߢߪいޔ߇Უ体の健ᐽのために合理的ߢ必要ߥ範࿐内において中⛘方法を制限ߔること߈ߢ߇る。

第ਃ期ޔߪߢ胎児߇⁛立生ሽ可能性㧔viability㧕を備えた後ߢあるためޔ府ߪᲣ体の生・健ᐽを保護ߔるた

めの必要ߥ場合を㒰ޔ߈中⛘を禁ᱛߔること߈ߢ߇るとߒた。Id. at 163-164. 
27 TEX. STAT. ANN. art. 1191(Vernon’s ANN. P. C).  

“If any person shall designedly administer to a pregnant woman or knowingly procure to be administered with her consent 

any drug or medicine, or shall use towards her any violence or means whatever externally or internally applied, and thereby 

procure an abortion, he shall be confined in the penitentiary not less than two nor more than five years; if it be done without 

her consent, the punishment shall be doubled. By ‘abortion’ is meant that the life of the fetus or embryo shall be destroyed 

in the woman's womb or that a premature birth thereof be caused.” 

強߇女子ߪくߒ⧯ޔ߈たとߒක療⮎を投ਈߪ物又⮎ޔそのᛚ諾を得てߪ妊ᆼ中の女子のབྷ⸤をฃけ又ޔ何人߽ޟ

姦又ߪそࠇを意味ߔることに対ߒて⮎物又ߪක療⮎を用いてޔその結果ޔ堕胎さߖたと2ޔߪ߈ 年以 5 年以ਅ

の懲役に処ߔる。߹たޔ女子のᛚ諾ߥく行ߞたとޔߪ߈㊂刑を倍とߔる。ޟ堕胎ޠとޔߪ胎児の生をᲣ体内ߢ

破壊ޔߒそࠇにࠅࠃ早産を߽たߔࠄ原因とߥることを意味ߔる。ޠ㧔筆者⸶㧕。 
28 TEX. STAT. ANN. art. 1192 (Vernon’s ANN. P. C). 

“Whoever furnishes the means for procuring an abortion knowing the purpose intended is guilty as an accomplice.” 

 。㧔筆者⸶㧕ޠ。るߔ共犯とޔߪる者ߔる手段をឭ供ߔ堕胎を斡旋ޔࠄ߇ߥࠅその目的を知ޟ
29 TEX. STAT. ANN. art. 1193 (Vernon’s ANN. P. C).  

“If the means used shall fail to produce an abortion, the offender is nevertheless guilty of an attempt to produce abortion, 
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以ޔ簡නߢあるࠞࡔࠕޔ߇におけるࡊイࡃシᮭの展開をᤨ系列に沿ߞて概観ߒた。Griswold

್ࠄ߆ Roe ್の一ㅪの್例の展開過程の中ࡊޔߢイࡃシޟޔߪᮭ⑳事の秘匿ޟࠄ߆ޠ自己

定ޠの保護へと概念を転឵さޔߖそࠇと共に射程範࿐を大さߖていߞた。ޔߒ߆ߒその面ޔ合衆

国最高ⵙࡊߪイࡃシᮭにߞࠃて個人の自己定を保護ߔる確ߥ理由を示さޔߕ各್における

自体ᮭシࡃイࡊ߇た合衆国最高ⵙの姿勢ߒた。こうߞ߆ߥߪߢの保護理論߽一様ᮭシࡃイࡊ

の理解を困難߽ߥのとさߖている感ߪ否めߥい。 

そこߢ次にޔ何故ࡊޔイࡃシߪᮭ個人の自己定を保護ߔる側面߽有ߔるࠃうにߞߥた߆につ

いてޟޔ避妊の自由ޠという共通の問題を有ߒた Griswold ್と Eisenstadt ್の論理を比較ߔるこ

とߢ検討ߔる。こࠇにߞࠃてޟޔ⑳事の秘匿ࠄ߆ޠ個人のޟ自ᓞޠへとࡊイࡃシの概念の転឵߇

࿑ࠇࠄたの߆を߆ࠄにߒてい߈たい。 

 

Τ．プイࠪࡃの概念の転換 

Ԙ網 ᄦ婦のࡊイࡃシࠄ߆ᮭ個人のࡊイࡃシᮭへ 

て認めたߒを初めて憲法のᮭ利とᮭシࡃイࡊ Griswold ್ޔߪߢᄦ婦に対ߒて避妊ౕの使用

るߔることを禁ᱛߔる情報をឭ供ߔ避妊に関߿ Connecticut Ꮊ法の当規定߇ᄦ婦のࡊイࡃシを

侵ኂߔる߽のとߒてわࠇた。当ᤨޔConnecticut Ꮊޔߪߢ病気੍防を目的ߔること以外ߴߔޔての

者に対ߒて避妊ౕの使用を禁ᱛߒておޔࠅたとえ婚姻関係にあるᄦ婦において߽例外ߞ߆ߥߪߢた߆

 。あるߢࠄ

Griswold ್において法ᑨ意見を述ߴた Douglas ⵙ್ቭޔߪ当法ᓞにߞࠃて避妊ౕの使用を禁ᱛ

ているߒࠄ影響を߽たߥ婚姻関係に破壊的ޟ߇ることߔ
32
避妊ౕの使用ޟޔࠄߥる。何故ߔと指摘ޠ

を調ߴるためにᄦ婦の寝ቶという聖ߥ領域に警察の捜査߇及ぶことを許可ߔるޔ߫ࠄߥ婚姻関係߇

破壊さޔࠇᄦ婦の⑳生活を侵ኂߔることにつ߇ߥる
33
婚姻関ޟߪ当法ᓞޔある。そのためߢࠄ߆ޠ

                                                                                                                                                                  
provided it be shown that such means were calculated to produce that result, and shall be fined not less than one hundred 

nor more than one thousand dollars.” 

たこととࠇ意࿑さߪたのߒࠄその結果を߽た߇その手段ޔߪ߈たとߒることを失敗ߔ堕胎ޔその手段を用いてޟ

100ޔߒߥ堕胎を試みた者とみߪその㆑者ޔߒ ド࡞以 1000 ド࡞以ਅの罰金を科ޠ。ߔ㧔筆者⸶㧕。 
30 TEX. STAT. ANN. art. 1194 (Vernon’s ANN. P. C).  

“If the death of the mother is occasioned by an abortion so produced or by an attempt to effect the same it is murder.” 

㧔筆ޠ。るߔᲕ人の罪に処ޔߪ߈たとߖ妊ᆼ中の女子を死亡さޔと同様の結果を試みてࠇそߪくߒ⧯堕胎を行うޟ

者⸶㧕。 
31 TEX. STAT. ANN. art. 1196 (Vernon’s ANN. PENAL. CODE). 

“Nothing in this chapter applies to an abortion procured or attempted by medical advice for the purpose of saving the life of 

the mother.” 

ߥࠇ適用さޔߪ߈試みるとߪくߒ⧯堕胎を行いޔてߞࠃたක学的助言にߒᲣ体の生の保護を目的とޔߪ本章ޟ

い。ޠ㧔筆者⸶㧕。 
32 Griswold, 381 U.S. at 485. 
33 Id. 
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係をめߋるࡊイࡃシの概念に対ߒて不快感を引߈起こさߖる߽のߢある
34
・㆑憲ޔࠇさߥとみޠ

無効とさࠇた。 

このࠃうにޔGriswold ್にߞࠃて避妊ౕの使用に関ߔるᄦ婦のࡊイࡃシ߇ᮭ憲法のᮭ利と

߇いというෂᗋߥࠇߒ߽߆う߹ߒ婚姻制ᐲという社会制ᐲの破綻を招いてޔߪた背᥊にࠇてᛚ認さߒ

あߞたのߢある。ᄦ婦間において避妊ౕを使用ߔる߆否߆の問題ߪ子߽ߤをつくる߆否߆の㊀要ߥ問

題に߽関ㅪߒていく߽のߢある。こࠇをᎺ߇制約ߔることޔߪ婚姻関係ߢ結߫ࠇた個別ౕ体的ߥ個人

間の⑳生活の否定߽ߪちޟޔࠎࠈᄦ婦ޠというሽ在をᛚ認ߒた婚姻制ᐲ自体の否定に߽つ߇ߥる可能

性߇ある。そࠇゆえޔ避妊ౕの使用をᄦ婦のࡊイࡃシᮭとߒて憲法保㓚ߔることޔߪ婚姻制ᐲ

を維持ߔるߢ必要不可ᰳߢあߞたのߢある。 

Griswoldޔߒ߆ߒ ್にߪᄦ婦のࡊイࡃシᮭを憲法のᮭ利とߒて認めると同ᤨにޔ次のੑつ

の疑問を生ߓさߖた。その疑問とޔߪ一つにࡊޔイࡃシᮭとߒて認めࠇࠄた避妊ౕを使用ߔるᮭ

利ޔߪ未婚者に߽認めࠇࠄうるの߆。ੑつにߒ߽ޔ認めߥࠇࠄいとߔるとޔ未婚者のࡊイࡃシᮭ

侵ኂにߥࠄߥいの߆。つ߹ޔࠅGriswold ್ޔߪᄦ婦の⑳生活における警察の不当ߥ侵入を防ߋため

にࡊイࡃシᮭを認めたのߢあߞてޔ避妊行ὑ自体の取ࠅめについて何್ࠄ断ߒてߞ߆ߥたのߢ

ある
35
。 

こࠄࠇの疑問についてޔ合衆国最高ⵙ߇一定の解答を示ߒたの߇ Eisenstadt ್ߢあߞた。Eisenstadt

事件ޔߪߢ被告人 Baird ߇ Boston 大学ߢ避妊に関ߔる講演を行いޔその終了後に展示ߒていた避妊

⮎を聴講ߒていた女性に手渡ߒた行ὑ߇ Massachusetts Ꮊ法に㆑ߔるとさࠇた。ޔߒ߆ߒそのこと

 。たࠇわ߇て当法ᓞの合憲性ߒる߽のとߔを侵ኂᮭシࡃイࡊ未婚者の߇

Eisenstadt ್において法ᑨ意見を述ߴた Brennan ⵙ್ቭޔߪ当法ᓞの正当性を⑳通

㧔fornication㧕の੍防及びᎺ民の健ᐽ・衛生保護にあると主張ߔるᎺに対ߒてޔԘ当法ᓞにߞࠃて

未婚者の避妊ౕの取得を禁ᱛߒて߽ޔ⑳通੍防の効果ߪੜ細߽ߥのに留߹ることޔԙ避妊ౕの配Ꮣを

禁ᱛߔること߇未婚者間の性行ὑ抑制に直接的効果を及߷さߥいことޔԚ⑳通罪の処罰規定߇ 90 日

以ਅの懲役に対ߒてޔ当法ᓞߪ 5 年以ਅの懲役を科ߒておࠅ⑳通を禁ߓる必要性のみを目的とߒて

いߥいこと
36
ߒそ。ߔߥいとみߒているに等ߒ避妊行ὑ自体を禁ᱛߪ当法ᓞޔࠄ߆のਃ点の理由ޔ

てޟޔGriswold ್にߞࠃて既婚者への避妊ౕの配Ꮣを禁ᱛߥ߈ߢいのޔ߫ࠄߥ未婚者に対ߒて߽禁

ᱛߔることߪ許さߥࠇい
37
る当法ᓞを第ߖると解ߔ未婚者のみの避妊行ὑを禁ᱛޔてߒとޠ 14 ୃ正

のᐔ等保護条㗄に㆑ߢあると್断ߒた
38
。 

るߔに関ᮭシࡃイࡊ Eisenstadt ್の意義ޔߪ避妊の自由に関ߔるࡊイࡃシᮭの੨有主体

                                                           
34 Id. at 486. 
35 The Supreme Court, 1971 Term, 86 HARV. L. REV. 116, 119 (1972). 
36 Eisenstadt, 405 U.S. at 441-442. 
37 Id, at 454. 
38 Id. 



－網枡枠枰網－網

者をᄦ婦に限定ߔることߥくޔ未婚者に߹ߢ大ߒたことߢある。そߒてޔこࠇにߞࠃてࡊイࡃシ

߈ߢ߇ることߔある。そうߢたのߒて捉え直ߒい個人のᮭ利とߥࠇを婚姻関係の有無に߽影響さᮭ

たのޟޔߪᄦ婦ޠに対ߔる Griswold ್と Eisenstadt ್の解釈の方߇異ߞߥていたߢࠄ߆ある。 

Griswold ್ޔߪߢ婚姻関係の保護߇強調さࠇていたことޟޔࠄ߆ᄦ婦ߪޠㆇ共同体のࠃうߥ一

つの親密ߥሽ在とߒて考えࠇࠄていた。このことޟޔߪ婚姻とޔߪいߥ߆るㆇにࠈߥうと߽共にᱠ

みޔ望ߴくߪ永⛯的ޔߢ聖ߢ߹ߥに親密߽ߥのߥのߢある。婚姻とߪ人間の生߈方̖ߥߔわち生

活における調和̖おいの忠誠̖を高めるࠃうߥ結びつߢ߈あߞてޔ当ⵙ್所のこߢ߹ࠇの್例に⊓

場ߒたいߥ߆る目的に߽劣ߥࠄい߶ߤ高貴ߥ目的のための結びつߥ߈のߢある
39
߆ࠄ߽ࠄ߆ことޠ

 。あるߢ

こࠇに対ߒてޔEisenstadt ್ޔߪ未婚者に対ߔる避妊の問題ߢあߞたためޔ婚姻関係を強調ߔる必

要ߞ߆ߥ߇た。そこޔߢEisenstadt ್ޟޔߪߢGriswold ್ߢ問題とߞߥたࡊイࡃシߪᮭ婚姻関

係そࠇ自体に備わߞている
40
ߔくߓおいの心と精を同ߪᄦ婦ޟޔ߽ࠄ߇ߥߒという見方を肯定ޠ

る⁛立ߒたሽ在ߥߪߢくޔ別個の知的ߥߢお߆つ感情的ߥ性質を有ߔる個人の結びつߢ߈ある
41
とޠ

たߒと捉え直ޠる個人の結合㧔association of two individual㧕ߥ人の異ੑޟの意味をޠᄦ婦ޟޔてߒ

のߢある
42
。 

このࠃうにޔEisenstadt ್における合衆国最高ⵙޟޔߪᄦ婦ޠの意味をୃ正ߔることࡊޔߢイࡃ

シᮭをޟ子供を産߆否ࠃ߆うߥ個人に根本的ߥ影響をਈえる事柄についてޔ府ࠄ߆の不当ߥᐓ

ᷤをฃけߥいための個人のᮭ利ޠとࡊޔߒイࡃシᮭの੨有主体にߪ婚姻関係の有無ߪ関係ߥいこ

とを߆ࠄにߒたのߢある。つ߹ޔࠅEisenstad ್を契機にࡊޔイࡃシᮭの੨有主体者ޟ߇婚姻

という社会制ᐲの参加者とߒての人間ޔࠄ߆ᄦ婦という役割߿ᗲ着とߪಾࠅ㔌さࠇた個人とߒての人

間
43
 。あるߢたのߒへと展開ޠ

 

ԙ網  へޠ自ᓞ㧔autonomy㧕ޟࠄ߆ޠ事の秘匿⑳ޟ

一般的にޔGriswold ್と Eisenstadt ್ޔߪߢ述ߴたࠃうࡊߥイࡃシᮭの੨有主体者の

大という観点ޔࠄ߆関ㅪ付けࠇࠄて比較さࠇること߇多い。確߆にޔ両್ޟߪߢ避妊ޠという共通

のࡑ࠹を扱わࠇた߇ゆえにޔこの比較の方にߪ説得力߇あるといえࠃう。ࡊޔߒ߆ߒイࡃシ

の概念という観点ࠄ߆見ޔ߫ࠇ両್ߪ簡නに関ㅪ付けࠇࠄる߽のߥߪߢくࠈߒޔ異ߞߥていたと

いえる。つ߹ޔࠅEisenstadt ್にߞࠃてࡊイࡃシの概念ޔߪᓥ来のޟ⑳事の秘匿ޟࠄ߆ޠ自ᓞ

㧔autonomy㧕ޠという新たߥ概念へと転឵߇࿑ࠇࠄていたのߢある。 

                                                           
39 Griswold, 381 U.S. at 486. 
40 Eisenstadt, 405 U.S. at 453. 
41 Id. 
42 Janet L.Dolgin,The Family in Transition: From Griswold to Eisenstadt and Beyond, 82 GEO. L. J.1519, 1545 (1993). 
43 SANDEL, supra note 13 , 97. サン࡞࠺・(金原/小林⸶) 前掲書注㧔13㧕121 㗁。 
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る必要ߔた事実の概要を考察ߞߥ問題とߢ両್ޔవにߕ߹ޔߪるためにߔを説ࠇこޔと߽ߞ߽

Eisenstadtޔある。というの߽߇ ್における合衆国最高ⵙޔ߇ᐔ等保護の論理ߢ未婚者のࡊイࡃシ

たߞ߹ߒてߞߥい߽のとࠄߠࠅ߆わ߇の概念の転឵シࡃイࡊޔために߇たߞ߹ߒてߒを保護ᮭ

Griswoldޔߒ߆ߒ。あるߢࠄ߆ ್の事実の概要と比較ߔるとޔEisenstadt ್ߪᐔ等保護条㗄㆑に

 。るࠇࠄߍ挙߇次のੑつޔてߒた。その理由とߞ߆ߥߪߢる߽の߈ߢて処理ߞࠃ

第一にޔ両್の原告ߢあるක師の免許資格の問題ߢある。Griswold ್の原告ߢある Griswold

と Buxton ることを侵ߔあるᄦ婦に避妊の情報ឭ供ߢ患者ߪࠄ彼ޔていたためߒක師免許資格を有ߪ

ኂさࠇたと⸷えること߈ߢ߇た。ޔߒ߆ߒEisenstadt ್の原告 Baird ߥていߒක師免許資格を有ߪ

 。あるߢߕߪいߥ߈ߢえること߽⸷ޔる資格߽無くߔ避妊ౕの配Ꮣޔߪた。ක師免許の無い者にߞ߆

第ੑにޔ避妊の自由の捉え方ߢある。Griswold 事件ޔߪᄦ婦の避妊ౕをޟ使用ޠの是非߇問題とߥ

ᄦ婦のᮭ利問題ޔあるためߢある既婚者たちߢᄦ婦ߪるのߔ避妊ౕを使用ޔある。実際にߢた事件ߞ

とߥる。ޔߒ߆ߒEisenstadt ್ޔߪ未婚者に対ߒてක師߇避妊ౕのޟ配Ꮣߒޠた߇ために問題とߞߥ

た事件ߢある。ߒたߞ߇てޔEinsenstadt 事件ߪ避妊ౕを配Ꮣߒたක師側のᮭ利問題ߢあޔࠅ既婚者に

対ߔる未婚者の不ᐔ等というᐔ等保護の主張ߪฃけ入ࠇࠄࠇるߞ߆ߥ߇ߕߪた。 

こうߒたことޔࠄ߆本来ߢあޔ߫ࠇEisenstadt ್ߪߢ未婚者へのᐔ等保護を議論さࠇる余地ߪ無߆

Eisenstadtޔߕࠄわ߆߆た。に߽ߞ ್における合衆国最高ⵙޟޔߪGriswold ್にߞࠃて既婚者への

避妊ౕの配Ꮣを禁ᱛߥ߈ߢいのޔ߫ࠄߥ未婚者に対ߒて߽禁ᱛߔることߪ許さߥࠇいޠとの偽ࠅの仮

説

44
を立てることޔߢ避妊ౕの配Ꮣ問題を原告のක師側の視点ߥߪߢく避妊ౕを使用ߔる者ޔこの場

合ޔ未婚者という第ਃ者の個人のᮭ利の視点ࠄ߆見ࠃうとߒたのߢある。こࠇにߞࠃてޔEisenstadt

್にࠃるࡊイࡃシの概念の転឵߇見えにくい߽のとߞߥてߞ߹ߒたのߢある。 

ޔ߫ࠇてみߒ両್を比較ࠄ߆の保護目的という観点ᮭシࡃイࡊޔߢを踏߹えたࠇこޔߒ߆ߒ

Griswold ್と Eisenstadt ್のࡊイࡃシの概念߇異ߞߥていたこと߇߆ࠄとߥる。このこと

Eisenstadtޔߪ ್߇ᓥ来とߪ異ߥる新たࡊߥイࡃシの概念に基ߠいてࡊイࡃシᮭを構成ߒた

ことを示唆ߔる߽のߢある。 

Griswold ್におけるࡊイࡃシޔߪᮭ子߽ߤをつくる߆否߆のᄦ婦の自己定という観点ߪߢ

ߥ行ὑを府の不当ߥ的空間における親密⑳ޔうにࠃたߒと表現ޠ領域ߥ聖ޟᄦ婦の寝ቶをޔくߥ

⋙視ߥいߪߒ暴露ࠄ߆ることを目的とߒていた。そࠇゆえߛ߹ޔ Griswold ್ᤨ点ࡊޔߪߢイࡃ

シの概念ޟߪ一人ߢߞておいて߽ࠄうᮭ利ޠとߒての伝統的ߥ概念に基ߠいて捉えࠇࠄていたと

いえる。 

こࠇに対ߒてޔEisenstadt ್のおけるࡊイࡃシޟޔߪᮭ子供を産߆否߆のࠃうߥ個人に根本

的ߥ影響をਈえる事柄についてޔ府ࠄ߆の不当ߥᐓᷤをฃけߥいための個人のᮭ利ޠとの表現߇示

                                                           
44 実際にޔGriswold ್において合衆国最高ⵙޔߪ既婚者への避妊ౕの配Ꮣを禁ᱛߥ߈ߢいと߹್ߢ示ߒていߥい。 
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Eisenstadtޔゆえࠇていた。そߒの保護を目的とޠ自己定ޟ未婚者のޔうにࠃߔ ್のࡊイࡃシ

の概念ޔߪGriswold ್߇依ߒた伝統的ࡊߥイࡃシの概念ߞ߆ߥߪߢた。Eisenstadt ್߇伝統

的ࡊߥイࡃシの概念に依ߞ߆ߥߒた理由とߒてޔߪ次のੑつ߇考えࠇࠄる。 

第一にޟޔ避妊ޠの意義ߢある。వに述ߴたࠃうにޔGriswold ್ߪߢ避妊行ὑに関ߔる取ࠅめ

ߢるためߔ妊ᆼを防ᱛߧ߹る個人同士の望ߔ性行ὑをޔߪの目的とޠ避妊ޟޔていた。本来ߒ如ᰳ߇

ある。こࠇを㆐成ߔるにޔߪ避妊ౕを使用ߔる行ὑߛけߥߪߢくޔ避妊ౕを入手ߔる行ὑ߿配Ꮣߔる

行ὑ߽許容さࠇる必要߇ある

45
。こう理解ߔるޔ߫ࠄߥ避妊の自由を保護ߔるにޔߪනに既婚者ߛけ

を対象とߔる߽のߥߪߢくޔ⑳的空間における避妊ౕの使用を保護ߔるߛけߪߢ不十分ߢある。 

第ੑにޟޔ場所ޠの問題ߢある。Einsenstadt 事件において避妊ౕ߇配Ꮣさࠇた場所ޔߪBoston 大学

の講堂というޟ共の場ߢޠあߞた。そのためޔGriswold ್の避妊ౕの使用の問題のࠃうにޟ⑳的

空間ޠ内における親密ߥ行ὑを問題とߒていߞ߆ߥた。つ߹ޔࠅEisenstadt ್における避妊ౕの配Ꮣ

の問題ޔߪ伝統的ࡊߥイࡃシの概念を侵ኂߒていߞ߆ߥたのߢある。 

こうߒた事件の背᥊߇あߞた߇ゆえにޔEisenstadt ್における合衆国最高ⵙࡊޔߪイࡃシの概

念を Griswold ್߹ߢの⑳的空間におけるᮭ力の侵入を防ߋ伝統的ߥ概念ߥߪߢくޔᮭ力のᐓᷤ

をฃけߕにޔ個人߇自身の生߈方に関わる㊀要ߥ定を行うޟ自ᓞޠという新たߥ概念を見出ࡊޔߒ

る意義ࠇ憲法保㓚さ߇ᮭシࡃイࡊޔてߞࠃにࠇある。こߢたのߞの概念の転឵を࿑シࡃイ

߽婚姻制ᐲという社会制ᐲを是認ߔるためߥߪߢくޔ人々߇自ࠄㆬ択ߒたࠃうߥ性生活の੨ฃを許容

あるߢたのߞߥうにࠃるࠇࠄることに求めߔ
46
。 

以のࠃうにޟޔ避妊ޠという個別的行ὑの性質߿事件とߞߥた事実関係を踏߹えてޔGriswold ್

と Einsenstadt ್の論理を比較ߔることにߞࠃてޟޔ⑳事の秘匿ޟࠄ߆ޠ自ᓞޠへと移ࠅ変わるࡊ

Eisenstadtޔߒߛた。たߒの概念を説シࡃイ ್における合衆国最高ⵙޔߪこうߒたࡊイࡃシ

Griswoldޔߪい。このことߥߪߢたわけߞあ߇意識ߥの概念の転឵について確 ್と関ㅪさߥߖ

る。合衆国最高ⵙ߈ߢ߇窺い知ることࠄ߆たことߒ未婚者の避妊の自由を保護ߢᐔ等保護の論理ࠄ߇

堕ޔߪたのߞߥうにࠃを捉えるᮭシࡃイࡊいてߠ概念に基シࡃイࡊߥという新たޠ自ᓞޟ߇

胎の自由߇問題とさࠇた Roe ್においてߢあߞた。 

 

Υ．プイࠪࡃ権の射程範࿐ 

Ԙ網  の概念の⍎化シࡃイࡊߥという新たޠ自ᓞޟ

ߛޠ事の秘匿⑳ޟというߋ事の開を防⑳ࠄ߆暴露ߒいߥᮭ力の⋙視ޔߪの概念にシࡃイࡊ

けߥߢくޔᮭ力のᐓᷤをฃけߕに個人ࠅࠃ߇善い生߈方を੨ฃߔるために個人の自己定を保護ߔ

るޟ自ᓞޠの概念߽含߹ࠇているのߥߪߢい߆。この Eisenstadt ್ࠄ߆生ߓた疑問に対ߒてޔRoe

                                                           
45 阪本昌成ޟᓼとࡊイࡃシ㧔1㧕ޠ経論ฌ第 23 巻 1 ภ㧔1973 年㧕60 㗁。 
46 SANDEL, supra note 13 , 97. サン࡞࠺・(金原/小林⸶) 前掲書注㧔13㧕121 㗁。 
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್において合衆国最高ⵙߪ一定の解答を示ߔことにߥる。何故ޔࠄߥRoe ್ޔߪ自己定の保護

という観点ޔࠄ߆堕胎の自由に関ߔる女性のࡊイࡃシᮭを保護ߒたߢࠄ߆ある。 

Griswoldޔ何故ޔる前にߕの概念の⍎化を論ޠ自ᓞޟޔと߽ߞ߽ ್と Eisenstadt ್ߢ問題と

さࠇた避妊の自由とߪ異ߥる内容ߢある堕胎の自由ࡊޔ߇イࡃシᮭ問題とߒて Roe ್ߢ議論さ

ߪる避妊と堕胎という個別的内容の関ㅪ性ࠇ߹に含ᮭシࡃイࡊޔࠅ߹つ。߆たのߞߥうにࠃるࠇ

何߆という疑問߇生ߕるߢあࠈう。この疑問に対ߒてޔߪEisenstadt ್のࡊイࡃシᮭの定義ࠄ߆

応答߈ߢると思わࠇる。 

Eisenstadt ್ࡊ߇イࡃシᮭをޟ子߽ߤを産߆否ࠃ߆うߥ個人に根本的ߥ影響をਈえる事柄に

ついてޔ府ࠄ߆の不当ߥᐓᷤをฃけߥいための個人のᮭ利ޠと定義ߒたことࡊޔߪイࡃシᮭの

射程範࿐ߪ避妊の自由ߛけに留߹ߥࠄいことを暗示ߒていたࠃうに思える。つ߹ޟޔࠅ子߽ߤを産

堕ޔ߫ࠇߔ解釈ߢる事柄という意味ߔに関ޠ生殖㧔reproduction㧕ޟの意味をޠ事柄̖ߥうࠃの߆否߆

胎߿断種といߞた個別的内容に߽ࡊイࡃシᮭの保㓚߇及ぶ可能性を見出ߔことࠃ߈ߢߪう。こう

考えޔ߫ࠇRoe ್において堕胎の自由ࡊ߇イࡃシᮭ問題とߒて扱わࠇたことߪ何ࠄ不思議߽ߥ

のߞ߆ߥߪߢたといえる。 

Roe ್において法ᑨ意見を述ߴた Blackman ⵙ್ቭޔߪ次のࠃうߥ論理ࡊߢイࡃシᮭと女性

の堕胎問題を結びつけた。ޟ憲法ޔߪいߥ߆るࡊイࡃシᮭについて߽確に規定ߒていߥい。ߒ

くࠄおそޔࠄ߇ߥߒ߆ Union Pacific R. Co. v. Bostsford47
に߹ߢさ߆の߷る一ㅪの್

48
においてޔ

当ⵙ್所ޔߪ個人のࡊイࡃシᮭ߹たࡊߪイࡃシの一定の領域߿諸範࿐の保㓚߇憲法のਅߢሽ

在ߒていることを認めて߈た。̖こࠄࠇの್ޡޔߪ基本的ޢ߹たޡߪ秩序ある自由の概念に暗に示

さࠇているޢと考えࠇࠄる人格性に関わる諸ᮭ利㧔personal rights㧕のみޔ߇人格性に関わるࡊイࡃ

シ(personal privacy)の保㓚の中に含߹ࠇるとことを߆ࠄにߒている。߹たޔこࠄࠇの್ࡊޔߪ

イࡃシ߇ᮭ婚姻ޔ出産ޔ避妊ޔ家族関係ޔ子供の養育おࠃび教育に関ߔる諸行ὑに߽及ߢࠎいるこ

と߽߆ࠄにߒている。ࡊイࡃシ̖ߪᮭ堕胎を終了ߔる߆否߆という女性の定を包含ߔるに足

あるߢ広い߽のߤ߶るࠅ
49
 。ޠ。

この論理ޔߪࠄ߆Eisenstadt ್߇暗示ߒたᮭ力のᐓᷤをฃけߕに自分自身ߢ㊀要ߥ定をߒてい

くというޟ自ᓞޠの概念を根に女性のࡊイࡃシᮭを保護ߒていること߇見てとࠃࠇう。Roe ್

                                                           
47 141 U.S. 250 (1891). 
48 ここߢ引用さࠇた諸್例ޔߪ過去にࡊޔイࡃシᮭの根をޔ第 1 ୃ正ޔ第 4 ୃ正及び第 5 ୃ正ᮭޔ利章ౖの

半影ޔ第 9 ୃ正ޔ第 14 ୃ正߇保㓚ߔる自由の概念に見出ߒた߽のߢあߞた。ߥߔわちޔStanley v. Georgia, 394 U.S. 

557 (1969); Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968); Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Boyd v. United States, 116 U.S. 

616 (1886); Olmstead v. United States, 277 U.S. 438, 478 (1928); Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); Meyer v. 

Nebraska, 262 U.S. 390 (1923) ߢある。߽ߞと߽ޔこࠄࠇの諸್例におけるߴߔての法ᑨ意見ޔ߇憲法のࡊイ

߇ᮭシࡃイࡊ憲法のޔߪࠇい。そߥߪߢたのߒについて言及ᮭシࡃ Griswold ್にߞࠃて初めて認め

 。あるߢ߆ࠄ߽ࠄ߆たことࠇࠄ
49 Roe, 410 U.S. at 152-153. 
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ࡊ߇イࡃシの概念をޟ⑳事の秘匿ߥߪߢޠくޟ自ᓞޠに求めߑるをえߞ߆ߥたのޔߪ問題とߥ

 。うࠈあߢࠄ߆たߞあߢの自由ޠ堕胎ޟ߇た自由ߞ

こߢ߹ࠇ問題とߞߥた避妊行ὑޔߪ既婚者ߢあࠇ未婚者ߢあޔࠇそࠇを行う際にߪ必ߕ相手߇必要

胎ޔߪる際にߔ堕胎を߇女性ޔに߆ある。確ߢ女性特有の行ὑߪ堕胎行ὑޔてߒに対ࠇた。こߞあߢ

内にいる胎児の生߿その父親とߥる男性ߤߥの家族の助言߽考慮ߔる必要߇あࠈう。ޔߒ߆ߒ実際ޔ

堕胎を行う者ߪ妊婦ߢある女性ߢあるޔࠄ߆堕胎を行う最終定段㓏においてޔߪたとえ男性߇胎児

を堕胎ߔることを拒ߛࠎとߒて߽ޔ堕胎を行う女性個人の意思をዅ㊀ߑߖるをえߥくߥる

50
。 

そࠇゆえޔ堕胎問題に関ߔるࡊイࡃシᮭを論ߕるためにޔߪ女性߇堕胎ߔる߆否߆の定に対

た女性の自己定ߞとい߆うるの߈ߢߢ߹こߤࠄたߒると߈ߢᐓᷤޔ߆いのࠃてߒᐓᷤ߇てᮭ力ߒ

に関ߔる許容性に焦点߇あてߑるをえߞ߆ߥたのߢある。その結果ޔRoe ್ޔߪEisenstadt ್の暗

示を示的にߑߖるをえߥくޟޔ自ᓞޠという新たࡊߥイࡃシの概念のሽ在をት言ߒてߞ߹ߒた

のߢある。 

 

ԙ網  の射程範࿐の大㧫ᮭシࡃイࡊ

るߔに関ᮭシࡃイࡊ Roe ್の意義ޔߪEisenstadt ್߇暗示ߒたࡊイࡃシの概念の転឵を

示的にት言ߒたߛけに留߹る߽のߞ߆ߥߪߢた。ߥߔわちޔ最߽評価߈ߴߔ Roe ್の意義ࡊߪ

イࡃシᮭを体系化ࠃߒうと試みたことߢある
51
。こޔߪࠇRoe ್ߢ法ᑨ意見を述ߴた Blackman

ⵙ್ቭの論理ࠄ߆理解ߔること߈ߢ߇る。 

Blackman ⵙ್ቭޔߕ߹ޔߪ過去の್例を引用ߔることޔߢ第 14 ୃ正のޟ自由ޠの概念の中に見

出さࠇるޟ基本的ޠ߹たޟߪ秩序ある自由の概念ޠに含߹ࠇる人格性に関わるᮭ利のみࡊ߇イࡃシ

ޔ避妊ޔ出産ޔ婚姻ߪの射程範࿐ᮭシࡃイࡊたߒそう。ߔることを示ࠇて憲法保護さߒとᮭ

家族関係ޔ子供の養育おࠃび教育に関ߔる事柄に߹ߢ及ぶとߒた。そߒてޔこࠄࠇの事柄に関ߒてޔ

Ꮊ߿ޟߪにߧࠇ߹߿利益ߥ߇ޠけ߫ࠇ制約ߔることߥ߈ߢ߇いとߒた。 

この Blackman ⵙ್ቭの論理ޔߪవに検討ߒたੑつの್の論理ޔ߽ࠅࠃ次のੑつの点ߢవ見的ߥ

߽のߢあߞた。第一にࡊޔイࡃシᮭの文の根を第 14 ୃ正に確定ߒたことߢある。第ੑにޔ

↹の射程範࿐をᮭシࡃイࡊޔてߞࠃることにߔうる個別的内容を列挙ࠇ保護さߢᮭシࡃイࡊ

定さߖたことߢある。こࠄࠇのことを߆ࠄにߔることにߞࠃてࡊޔイࡃシᮭを体系化さޔߖ

後のࡊイࡃシᮭの射程範࿐の大のを開いたのߢある。 

ߒを示そうとߥに新たᮭシࡃイࡊޔߒるᮭ利内容を体系化ࠇ߹に含ᮭシࡃイࡊޔߒ߆ߒ

                                                           
50 Laurence H. Tribe, Foreword: Toward a Model of Roles in the Due Process of Life and Law, 87 HARV. L. REV. 1, 34-36 

(1973). 
51 サࡒュエࡒࡑ・࡞ンޔ㧔㊍↰泰⸶㧕ࡊޟイࡃシのᮭ利‐ࠞࡔࠕ憲法における最近の動向‐ޠ同ᔒ社法

学第 28 巻 2 ภ㧔1976 年㧕135 㗁。 
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た Blackman ⵙ್ቭの論理ޔߪ必߽ߒߕ快ߥ論理ߢあるとߪ言えߞ߆ߥた。何故ޔࠄߥ論理を裏付

ける確ߥ根ᰳ߇けていたߢࠄ߆ある。こޔߪࠇ次のੑつの疑問に対ߒて確ߥ応答ߥ߇さࠇてい

 。窺える߽ࠄ߆たߞ߆ߥ

る諸行ὑに及ߔび教育に関ࠃ子供の養育おޔ家族関係߇の射程範࿐ᮭシࡃイࡊޔ第一にޔߕ߹

ぶの߆について説߇さࠇていߥいことߢある。確߆にޔRoe ್ࡊߢイࡃシᮭに含߹ࠇる個別

的内容を列挙ߒたことޔߪEisenstadt ್のޟ子߽ߤを産ߤ߆うޠ߆という漠然とߒた表現ޔ߽ࠅࠃ

その射程範࿐を確にߔる߽のߢあߞたといえる。ޔߒ߆ߒEisenstadt ್のޟ子߽ߤを産߆否ޠ߆

との表現ࠄ߆生殖に関ߔる事柄と直接的ߥ関ㅪߥ߇いࠃうߥ家族関係߿子߽ߤの養育及び教育といߞ

た事柄に߹ߢ直ちにዉ߈出ߔことߪ困難ߢある。 

この第一の疑問に対ߒてޔBlackman ⵙ್ቭの論理ޔߪߢ憲法に示さࠇていߥいᮭ利を認めた過

去の್例を列挙ߔることޔߢ十分ߥ根にࠅߥうると解答ߔるߥࠇߒ߽߆い
52
ߒ仮にそうޔߒ߆ߒ。

た解答ߢあߞたとߒて߽ޔ列挙さࠇた過去の್例ޔߪGriswold ್以前の್例߇多くޔ必然的にࡊ

イࡃシᮭについて言及さࠇた߽の߽少ߞ߆ߥたのߢある。ߒたߞ߇てޔBlackman ⵙ್ቭの論理ߢ

 。けていたといえるᰳ߇根ߥる確ߔる個別的内容に関ࠇ߹に含ᮭシࡃイࡊߪ

第ੑにޔ何故ޔ㨬基本的｣߹た㨬秩序ある自由の概念に暗に示さࠇる｣ᮭ利のみࡊ߇イࡃシᮭにࠃ

る｣との限定をࠇ㨬基本的｣߹た㨬秩序ある自由の概念に暗に示さޔ߫ࠇߔ言឵。߆うるのࠇて保護さߞ

付ߔ必要性ߤߪこにあるのߢ߆ある。例え߫ޔLois Henkin㧔以ਅޔHenkin とߔる㧕ޟޔߪ個人の生

活の大部分の側面ޡߪ基本的ߥߪߢޢいޠと批್ߔる。 

Henkin 自ᓞの範࿐ߥ確ޔࠅあߢޠ基本的ޟߪる⧯ᐓの少数の側面ߔに個人の生活に関߆確ޔߪ

㧔prima facie autonomy㧕を構成ߔるࡊޔ߇イࡃシの諸範࿐ޟߪ自由ޠという文言にߞࠃて厳格

に別ߔることߥ߈ߢߪいという。そࠇゆえࡊޟޔイࡃシの諸範࿐ޡߪ人格的ޡޢߢ基本的ޢߥ

一ޟߪのߥ߆確ޔ唯一ޔࠅあߢ十分ߢということޠいるߢࠎ諸ᮭ利߽含ޢߥ秩序ある自由に不可ᰳޡ

人ߢߞておいて߽ࠄうᮭ利ޠにߞࠃて確にさࠇる߽のߥߪߢいということߢあると述ߴる

53
。 

この Henkin にࠃる批್の矛వࡊޔߪイࡃシᮭの射程範࿐に含߹ࠇる個別的内容を㨬基本的｣߹

たߪ㨬秩序ある自由の概念に暗に示さࠇる｣という基準ߢ一様に捉えることに向けࠇࠄている。確߆にޔ

いくࡊࠄイࡃシᮭの射程範࿐に含߹ࠇる個別的内容ߢあߞて߽ޔそࠇを主張ߔる人々の事情߿立

場にߞࠃて憲法の保護をਈえる߆否߆の್断߇異ߞߥてくる。そࠇゆえޔHenkin るとおߔ指摘߇

 。いߥࠇࠄめߪ߆うߤ߆るߔの保護に値ᮭシࡃイࡊてߞࠃ一定の基準にޔࠅ

                                                           
52 Roe ್においてࡊイࡃシᮭの射程範࿐に含߹ࠇるとさࠇた婚姻ޔ出産ޔ避妊ޔ家族関係ޔそߒて子߽ߤの

養育おࠃび教育に関ߔる್例ߪ次の߽のߢある。以ਅޔ記の個別的内容㗅に列挙ߔる。Loving v. Virginia, 388 

U.S. 1 (1967); Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942); Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972); Prince v. Massachusetts, 

321 U.S. 158 (1944); Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925).このうちࡊޔイࡃシ߇ᮭ憲法のᮭ利とさ

Lovingޔߪた以降の್ࠇ ್と Eisenstadt ್ߛけߢある。 
53 Louis Henkin, Privacy and Autonomy, 74 COLUM. L. REV. 1410, 1426 (1974). 
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堕胎行ὑޔていることߴいと述ߥߪߢ対的ᮭ利⛘ߪᮭシࡃイࡊޔߪこの点についてޔと߽ߞ߽

を許可ߔるにあた࠻ࠅイࡔスタᨒ組を参考にߒていることޔࠄ߆Blackman ⵙ್ቭ߽現に認めて

いるߥࠇߒ߽߆い

54
Blackmanޔて߽ߒとߛ。 ⵙ್ቭの論理の中にޔߪ何故ޔこうߒた基準をឭ示ߒた

の߇߆確に述ࠇࠄߴていߥいのߢある。 

以のࠃうにޔRoe ್におけるࡊイࡃシᮭの射程範࿐に関ߒてޔ個別ౕ体的ߥ内容߇߆ࠄ

にߞߥた点ޔߪߢEisenstadt ್と比ߴてޔ⍎߽ߥのߢあߞたといえる。ޔߒ߆ߒ同ᤨにޔそࠇを根

付ける理由߇不⍎ߢあߞたというᰳ点߽あߞた。そのためޔRoe ್においてࡊイࡃシᮭの

射程範࿐߇大ߒたと確に言いಾることߪ難ߒい。 

そうߥると Roe ್において合衆国最高ⵙޔ߇何故ޔそのࠃうߥ論理の緻密さにᰳけていた論理を

用いる必要߇あߞたのࠈߛう߆。その原因の一つとߒてࡊޔイࡃシᮭ理論をめߋる合衆国最高ⵙ

の混乱߇考えࠇࠄる。ߥߔわちޔGriswold ್ࠄ߆ Roe ್߹ߢの一ㅪの್例の展開過程においてޔ

合衆国最高ⵙにࠃるࡊイࡃシᮭの保護理論ߪ一様ߞ߆ߥߪߢたことߢある。 

 

Φ．プイࠪࡃ権ߋࠍるੑつの保護理論 

Ԙ網  る合衆国最高ⵙの混乱ߋ理論をめᮭシࡃイࡊ

全てߪた保護理論ࠇࠄ用いߢの各್ߢ߹ࠇこޔ߫ࠇ見ࠄ߆の保護理論という観点ᮭシࡃイࡊ

異ߞߥていた。Griswold ್ߢ用いࠇࠄた理論ޔߪ第 1・第 3・第 4・第 5・第 9 ୃ正を根にߒたޔ

いわゆる半影理論と߫ࠇる߽のߢあߞた。Eisenstadt ್ޔߪߢ既婚者に相対ߔる未婚者への不ᐔ等

という視点ࠄ߆ᐔ等保護理論߇用いࠇࠄた。Roe ್ޔߪߢ第 14 ୃ正のޟ自由ޠの文言を根にޔ実

体的࠺ュࡠࡊ・セス理論を用いてޔ女性のࡊイࡃシᮭを保護ߒていた。 

ߢ߹ࠇこޔߪていたのにߞߥ異߇の保護理論ᮭシࡃイࡊਃつの್例においてࠄࠇこޔと߽ߞ߽

見て߈たࡊイࡃシの概念の観点ࠄ߆比較ߔることޔߢある程ᐲの説ߔることߥ߈ߢ߇く߽ߥい。

例え߫ޔEisenstadt ್߇ᐔ等保護理論を用いたのޔߪవ例ߢある Griswold ್のሽ在߇あߞたࠄ߆

Griswoldޔる。߹たࠇࠄと考えߛ ್と Roe ್のࡊイࡃシᮭの保護理論߇異ߞߥていたのޔߪ

両್のࡊイࡃシの概念自体߇異ߞߥていたߛࠄ߆と言えߥくߥߪい。つ߹ޔࠅGriswold ್߇

Roeޔߒたのに対ߞあߢの概念シࡃイࡊというޠ事の秘匿⑳ޟ ್ޟߪ自ᓞޠというࡊイࡃシ

 。るࠇࠄと߽考えߛࠄ߆ていたߒの概念に依

Griswoldޔߒ߆ߒ ್と Roe ್のࡊイࡃシᮭの保護理論の相㆑ޔߪනߥる依ߒたࡊイࡃ

シの概念の㆑いߛけに留߹る߽のߥߪߢい。というの߽ޔGriswold ್以前に実体的࠺ュࡠࡊ・

セス理論にߞࠃて憲法に列挙さࠇていߥいᮭ利を保護ߒて߈たᱧผ߇ሽ在ߔるߢࠄ߆ある。たޔߒߛ

そうߥるとޔ何故ޔGriswold ್において合衆国最高ⵙޔߪ実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論を用いߕに

                                                           
54 Roe, 410 U.S. at 154. 
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半影理論にߞࠃてࡊイࡃシᮭをዉ߈出ߒたの߆。同ᤨにޔ何故ޔRoe ್ߪ Griswold ್ߪߢ用

いߞ߆ߥࠇࠄた実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論を用いたのޔ߆といߞた疑問߇生ߓる。そこޔߢGriswold

್と Roe ್のࡊイࡃシᮭの保護理論を比較検討ߔることޔߢ両್߇そࠇߙࠇ半影理論と実

体的࠺ュࡠࡊ・セス理論を用いߑるをえߞ߆ߥた理由を߆ࠄにߒてい߈たい。 

 

ԙ網 半影理論と実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論 

Griswoldޔࠅるにあたߔ半影理論を検討ޔߕ߹ ್において半影理論に言及ߒた部分の Douglas ⵙ

್ቭの法ᑨ意見を概観ߒておく。 

߽ߢ利法ౖᮭ߽ߢ憲法ޔߪることߔ㧔the association of people㧕に関ࠅ߇ߥ人間のつޔそ߽そ߽ޟ

規定さࠇていߥい。̖ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ第 1 ୃ正ߪこࠄࠇのᮭ利のいくつ߆を保㓚ߔる߽のとߒて解さ

た。Pierce v. Society of Sisters55߈てࠇ
にߞࠃてޔ両親のㆬ択にᓥߞて子供を教育ߔるᮭ利ޔߪ第 1

ୃ正おࠃび第 14 ୃ正にࠅࠃᎺに対ߒて߽適用߇あるとさࠇた。Meyer v. Nebraska56
にߞࠃてޔ⑳立

学校ߢドイ࠷語を学ぶ子߽ߤのᮭ利を対ߒて߽同様のዅ厳߇ᛚ認さࠇた。̖NAACP v. State of 

Alabama57
においてޡある集団における結社の自由とࡊイࡃシ㧔freedom to associate and privacy 

in one’s association㧕58
第ޔ߫ࠇߔている。឵言ࠇ保護さ߇ޢ 1 ୃ正ࡊޔߪイࡃシߪ府の不当

ているといえるߒるという意味の半影を有ࠇ保護さࠄ߆侵ኂߥ

59
 。ޠ

る第ߔることを禁ᱛߔ宿営߇に߽兵士ޢる家ደߥ߆いޡにߕᐔᤨにおいて所有者の同意を得ޟ 3 ୃ

正ࡊޔߪイࡃシの߽う一つの面ߢある。第 4 ୃ正ޡޔߪ不合理ߥ捜査おࠃび逮捕߹たߪに対

ている。第ߒと確に規定ޢる人民のᮭ利ߔび所有物の全を保㓚ࠃ書類おޔ家ደޔ身体ޔてߒ 5 ୃ

正の自己⽶罪条㗄ޔߪ府ߪᏒ民に対ߒて不利とߥることを強制ߔることߥ߈ߢ߇いࡊイࡃシの

保㓚範࿐をᏒ民߇創ㅧ߈ߢるࠃうにߒている。第 9 ୃ正ޡߪこの憲法に一定のᮭ利を列挙ߒたことを

ߒと規定ޢいߥࠄߥߪてߒた߽のと解釈ߒ軽視ߪた߹ޔߒる他の諸ᮭ利を否定ߔ人民の保有ޔてߞ߽

ている。̖ࡊޡイࡃシと静穏㧔privacy and repose㧕ޢに関ߔる半影のᮭ利について多くの議論

ているߒと⸽ߛた߽のߞ理に適ߪᮭシࡃイࡊޔߪている。̖過去の್例߈てࠇさߥ߇

60
 。ޠ

こうߒた引用部分ࠄ߆わ߆るࠃうにޔ半影理論とޔߪ過去の್例を基にޔ複数の憲法の規定ࠄ߆

利発ᮭޟるというߔて構成ߒを結びつけて憲法のᮭ利とࠇそޔߒの要素を見つけ出ᮭシࡃイࡊ

見理論ޠのࠃうߥ保護理論ߢあߞたといえる。ޔߒ߆ߒそうߒた性格の保護論ߢあߞた߇ゆえに߆ޔ

えߞて半影理論のᰳ点を露呈ߒてߞ߹ߒていた。Griswold ್における対意見ޔߪ߹さにこࠇを指

                                                           
55 268 U.S. 510 (1925).  
56 262 U.S. 510 (1923). 
57 357 U.S. 449 (1958). 
58 Griswold, 389 U.S. at 462. 
59 Id. at 482-483. 
60 Id. at 484-485. 
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摘ߔる߽のߢあߞた。 

Black ⵙ್ቭの対意見ޟޔߪ憲法の各規定ࠄ߆の射にࠃるࡊޡイࡃシޔߪޢᮭ憲法ޔ

るᮭ利を認ߔᐓᷤ߇府ޔࠅい限ߥࠇて禁ᱛさߞࠃ憲法の規定にߥい。̖確ߥࠄこに߽見当たߤ

めߑるを得ߥい

61
Stewart。ޠ ⵙ್ቭの対意見ޔ߽ߢ当法ᓞをޟ非常にᗱߥ߆法ᓞ㧔an uncommonly 

silly law㧕
62
憲法保ߥの基本的߆いくつޡߪᮭシࡃイࡊޔߪ法ᑨ意見ޟޔ߽ࠄ߇ߥߒあるとߢޠ

㓚にߞࠃて創ࠇࠄるޢと言う。ᮭޔߒ߆ߒ利章ౖに߽憲法ౖに߽ޔあるいߪ本件において߽ޔそのࠃ

うࡊߥイࡃシᮭを見つけることߥ߈ߢߪい

63
 。ていたࠇと言わޠ

確߆にޔ両ⵙ್ቭ߇言うࠃうにޔいくࠄ過去の್例の蓄積に基ߠいていたとߪいえޔ複数の憲法

の規定を根にߔること自体ޔ法ᓞの合憲性を್断ߔる際にޔその法ᓞߤ߇の憲法の条文に㆑ߔ

るの߇߆不確にߞߥてߒ߹う。さࠄにޔこのことߢ憲法のࡊイࡃシの概念߇曖ᤒߥ߹߹にߥ

ߥうࠃ手品のޟる者たちにߔを否定ࠇそޔߪ半影理論ޔゆえࠇたい。そ߇ߒたこと߽否定ߞ߹ߒてߞ

方ࠅ߿
64
 。あるߪい感ߥて߽方のࠇたと揶揄さߞあߢޠ

Griswold ್に対ߒて否定的ߥ評価をߔる者たちޔߪそういߞた Griswold ್の半影理論の不確

さを指摘ޔߒGriswold ್ߪม法積極主義のౖ型のࠃう್ߥߢあߞたと批್ߔる
65
。そߒてޔ総ߓ

て彼ࠄの批್ޔߪ民主的ߥ立法過程を無視ߒてޔⵙ್ቭたちの都合の良いࠅ߿方ߢ社会変革を࿑ࠈう

とߒているのߥߪߢい߆とのෂᗋࠄ߆くる߽のߢあߞた
66
。つ߹ޔࠅDouglas ⵙ್ቭの真の狙いޔߪ

නにޔᄦ婦の避妊ౕの使用を許可ߔることߥߪߢくࡊޔイࡃシᮭという新たߥ憲法のᮭ利を創

設ߔることを通ߓてޔม法のᮭ限行使の大にあߞたのߥߪߢい߆というのߢある

67
。 

確߆にࡊޔイࡃシߪᮭ憲法ߢ確に規定さࠇておޔߕࠄ߹たޔそのม法審査基準について߽

Griswoldޔたためߞ߆ߥߢ߆ࠄ ್を否定的ߥ見方をߔる者たちの意見をහᐳに否定ߔることߪ難ߒ

い。ޔߒ߆ߒDouglas ⵙ್ቭたちにࡊߪイࡃシᮭを特定の憲法の規定にߞࠃてዉ߈出ߔことに

躊躇ߒていた感߇あߞたࠃうに思える
68
。 

実際ޔGriswold ್において同意意見を述ߴた Harlan ⵙ್ቭޔߪ実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論に

                                                           
61 Id. at 509-10 (Black, J., dissenting).  
62 Id. at 527 (Stewart, J., dissenting). 
63 Id. at 530. 
64 Edward Thomas Mulligan, Griswold revisited in light of Uplinger: An historical and philosophical exposition of implied 

autonomy right in the Constitution, 13 N.Y.U. REV. L. & SOC. CHANGE 51, 52 (1984). 
65 See e.g., Paul G. Kauper, Penumbras, Peripheries, Emanations, Things Fundamental and Things Forgotten: The Griswold 

Case, 64 MICH. L. REV. 235, 252-253 (1965); Robert B. Mckay, The Right of Privacy: Emanations and Limitations, 64 

MICH. L. REV. 259, 261 (1965). 
66 See e.g., Hyman Gross, The Concept of Privacy, 42 N.Y.U. L. REV. 34 (1967); Bruce C. Hafen, The Constitutional Status 

of Marriage, Kinship, and Sexual privacy－Balancing the Individual and Social Interests, 81 MICH. L. REV. 463 (1983). 
67 Mulligan, supra note 64 at 52. 
68 Dolgin, supra note 42 at 1557 (1993). 
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ていたߒう主張ࠃるߔて同್を್示ߞࠃ
69
Douglasޔ߇ߛ。 ⵙ್ቭをߓߪめとߔる法ᑨ意見ޔߪߢ

Harlan ⵙ್ቭの意見߇ណ用さࠇることߞ߆ߥߪた。何故ޔࠄߥ実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論にߞࠃ

てޔ合衆国最高ⵙᮭ߇利創ㅧߔることޔߪ民意をᤋߒているߕߪの議会の定をߥいࠈߒ߇にߔる

߽のߢあޔࠅ民主主義に対ߔる冒涜ߥߪߢい߆という批್を引߈起こߞ߆ߥߨ߆ߒたߢࠄ߆ある

喩枠

。網

Griswold ್における合衆国最高ⵙޔߪいわ߫ޟ治のណ点者㧔maker of policy㧕ޟ߿ޠ憲法解釈

者(interpreter of the Constitution)ޠとࠅߥうることを恐ࠇたのߥߪߢいࠈߛう߆
71
。このことޔߪ

Douglas ⵙ್ቭޔ߇Griswold ್の冒頭߆ޔつて合衆国最高ⵙ߇Ꮊの社会経ᷣ規制立法を覆߈ߒた

Lochner v. New York72
に象ᓽさࠇるޔいわゆる Lochner ᤨ代の省と否定の弁を述ޔߴ合衆国最高

ⵙޟ߇超立法府㧔super-legislature㧕ޠ的ሽ在ߥߢいことを確認ߒていたこと߽ࠄ߆窺い知ること߇

る߈ߢ

73
。そࠇゆえޔGriswold ್ޔߪߢ実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論を用いて新たߥ憲法のᮭ利

を創ㅧߒたとの批್を回避ߔるためにࡊޔイࡃシᮭという憲法に示さࠇていߥいᮭ利の発見と

いう߆たちߢ半影理論߇用いࠇࠄたのߛと思わࠇる
74
。 

一方ޔRoe ್ߪߢ半影理論߇用いߞ߆ߥࠇࠄた。Roe ್に限ޔߕࠄGriswold ್以降の合衆国

最高ⵙޔߪ半影理論の限界を感ߓていたߥࠇߒ߽߆ࠄ߆い。このことޔߪᎺの規定ߤޔ߇の憲法条文

に㆑ߔるの߇߆確ߥߢいという半影理論のᰳ点を克服ߞ߆ߥ߈ߢ߇たことを示߽ߔのߢある。߹

さにޔ半影理論というࡊイࡃシᮭ理論ޔߪそのฬの通ޔࠅ影のࠃうߥ不ㅘߢ捉えߤこࠈのߥい

人ᮭ保㓚理論ߢあޔࠅ個別的自由を憲法のᮭ利とߒて確に保護ߔるにߪ困難ߥ理論ߢあߞたのߢ

ある。 

Roe ್ޔߪߢGriswold ್ߢ躊躇さࠇた実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論߇用いࠇࠄた。周知のとお

第ޔߪセス理論とࡠࡊ・ュ࠺実体的ޔࠅ 14 ୃ正の規定を根に憲法に列挙さࠇていߥい事柄を実体

的ᮭ利とߒて憲法のᛚ認をਈえるᮭޟ利創ㅧ理論ߢޠある

75
。こߢ߹ࠇ合衆国最高ⵙޔߪ憲法に列

挙さࠇていߥい事柄に対ߒて憲法の保護をਈえる場合ޔ実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論にߞࠃて保護

 。たߞあ߇たᱧผ߈てߒ

Roe ್において法ᑨ意見を述ߴた Blackman ⵙ್ቭޔߪそうߒた過去の್例を根にޔ実体的࠺ュ

そのことޔߒ߆ߒ。たߒうとࠃߒて保護ߒとᮭシࡃイࡊて堕胎の自由をߞࠃセス理論にࡠࡊ・

Griswoldޔてߞる論理自体の矛盾さ߽伴ߔ堕胎の自由を是認ޔߪ ್ߢ懸念さࠇたม法審査論ߥいߒ

                                                           
69 Griswold, 389 U.S. at 499-502 (Harlan, J., concurring).  
70 新保ผ生ޟ合衆国憲法のࡊイࡃシのᮭ利㧔1㧕－ޡ実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論ޢを中心に－ޠ 

 法学研究第 22 巻 (1995 年) 153 㗁。 
71 Frank R. Goldstein, The Constitutional Rights of Privacy -“A Sizable Hunk of Liberty”, 26 MD. L. REV. 249, 256-57 

(1966). 
72 198 U.S. 45 (1905).  
73 Griswold, 389 U.S. at 482.  
74 D. O'BRIAN, PRIVACY, LAW, AND PUBLIC POLICY, 178 (1979). 
75 ᧻⨃記ࠞࡔࠕޡ憲法入門㧔第 6  㧕ޢ㧔有斐㑑2008ޔ 年㧕284－285 㗁。 
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憲法解釈方法論の観点ࠄ߆批್をฃけることにߥる

76
。その批್とޔߪ大別ߔるとޔ次のੑつߢあߞ

たといえࠃう。 

一つޔߪᎺの利益について十分ߥ議論をߒていߥいという批್ߢある
77
。確߆にޔRoe ್におい

てޔ堕胎の定に関ߔるࡊイࡃシߪᮭ⛘対的ᮭ利ߥߪߢくޔ胎児の生の保護とᲣ体の保護とい

う観点ࠄ߆Ꮊに߿ޟにߧࠇ߹߿利益߇ޠ認めࠇࠄうるとさࠇていた。ޔߒ߆ߒその一方ޔߢ問題と

び学の各学問ࠃおޔ哲学ޔක学ޟޔの್断について߆否߆あるߢ人ߪ胎児ࠅ߹つޔる胎児の生ߥ

に長けた者߇合意に到㆐ߒえޔߕ人の知識߇発展途にある現ᤨ点においてޔⵙ್ቭߪその答えをផ

測ߔる立場にߥい
78
 。ていたߒ議論を回避ߛࠎ踏み込ޔてߒとޠ

そࠇに߽߆߆わޔߕࠄBlackman ⵙ್ቭ࠻ޔߪイࡔスタᨒ組みにߞࠃてޔ妊ᆼの経過に応ߓて

段㓏的に堕胎に関ߔるࡊイࡃシᮭの制限の当否ޔおࠃび制限の態様の基準を示ߔことޔߢ女性の

堕胎定の自由をࡊイࡃシᮭとߒて一定の保護をߒたのߢある。こࠇにߞࠃてޔRoe ್の堕胎

定の基準ޔߪ胎児の生というᎺの㊀要ߥ利益をߥいࠈߒ߇にߔる߽のߢあޔࠅක学的見地࠻ࠄ߆

えࠅߥ根にߥる適正ߔを保護ᮭシࡃイࡊ女性の߇ࠇそޔたこと߽ߒᨒ組みをណ用スタࡔイ

いとの批್をฃけたߥ
79
。 

ੑつにޔ実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論にߞࠃて新たᮭߥ利を創ㅧߔることޔߪ合衆国最高ⵙにࠃる

ม法ᮭの範࿐を逸脱ߒているという批್ߢある。Griswold ್ߢ懸念さࠇた内容ޔ߇߹さに現実とߥ

ある。John H. Elyߢたのࠇて批್さߞ Roeޟߪ ್について驚く߈ߴことޔߪこの極端に強く保護

さࠇたᮭ利ޔ߇憲法の文言̖߽ࠄ߆憲法起草者の考え̖߽ࠄ߆諸規定ࠄ߆ዉ߈出さߖる一般的価値߆

あるߢいことߥていࠇ出さ߈ዉ߽ࠄ߆て国の統治構ㅧߒそޔ߽ࠄ
80
セࡠࡊ・ュ࠺実体的ޔߴと述ޠ

ス理論を用いて女性のࡊイࡃシᮭを保護ߒた Roe ್をޟLochner ᤨ代の亡霊ࠃ߇み߇えߞた
81
ޠ

್ߢあると批್ߒた。 

Roe ್において対意見を述ߴたੑ人のⵙ್ቭ߽同様の理由ߢ法ᑨ意見を批್ߒている。

Rehnquist ⵙ್ቭޔߪ第 14 ୃ正ߢ保㓚さࠇるޟ自由ᮭ߇ޠ利章ౖߢ規定さࠇている諸ᮭ利߽ࠅࠃ広

い範࿐を保㓚ߔる߽のߢあるとߪ認めた߽ののޔそޟޔߪࠇᎺのᮭ利剥奪に対ߔる⛘対的ߥ自由の保

㓚ߥߪߢくޔ法の適正ߥ手⛯߈㧔due process of law㧕ߒߥにᎺᮭ߇利剥奪ߔることに対ߒてのみޔ自

由を保㓚ߔる߽のߢある
82
Blackmanޔߒとの見解を示ޠ ⵙ್ቭの論理をม法にࠃる立法ߢあると批

た。Whiteߒ್ ⵙ್ቭ߽ޔ妊婦の便ቱと胎児の生の保護のߤち߇ࠄዅ㊀さࠇる߆߈ߴというㆬ択ޔߪ

                                                           
76 G. STONE, L. SEIDMAN, C. SUNSTEIN & M. TUSHNET, CONSTITUTIONAL LAW 861-869 (1986). 
77 John H. Ely, The Wages of Crying Wolf: A Comment on Roe v. Wade, 82 YALE L. J 920, 923-26 (1973). 
78 Roe, 410 U.S. at 153. 
79 Gerald Gunther, Some Reflection on the Judicial Role: Distinctions, Roots, and Prospects, WASH. U.L. REV. at 817, 819 

(1979). 
80 Ely, supra note 77 at 935-36. 
81 Id. at 926. 
82 Roe, 410 U.S. at 174 (Rehnquist, J., dissenting).  
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民主主義ࡠࡊセスを踏ߛࠎ人民と治過程にᆔߨるߛ߈ߴと批್ߒている
83
。 

このࠃうにޔGriswold ್の半影理論にޔࠃߖRoe ್の実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論にޔࠃߖ憲

法に文規定のߥい実体的ᮭ利のሽ在をᛚ認ߔる理論にߪ多くの批್を伴ߞていた。ޔߒ߆ߒそࠇに

るࠇ߹そこに含ޔߒのሽ在を肯定ᮭシࡃイࡊ各್においてߪ合衆国最高ⵙޔ何故ޔߕࠄ߆߆߽

個別的自由を保護ߒたの߆。さࠄにޔ何故ޔRoe ್にޔߪߢGriswold ್にߞࠃて躊躇さࠇていた

実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論をᓳ活さߖたの߆。こࠄࠇを߆ࠄにߔるためにޔߪGriswold ್߇半

影理論をޔRoe ್߇実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論を用いߑるをえߞ߆ߥた理由について言及ߔる。 

 

Ԛ網  と社会との関ㅪ性ᮭシࡃイࡊ

前述ߒたࠃうにޔGriswold ್において避妊ౕの使用に関ߔるᄦ婦のࡊイࡃシᮭを憲法保護

ޔゆえࠇた。そߞあ߇ࠇうという恐߹ߒてߒ破綻߇婚姻制ᐲޔࠇ侵ኂさ߇ᄦ婦の⑳生活ޔߪた背᥊にߒ

ᄦ婦の⑳的領域内における避妊ౕの使用の問題ޔߪ避妊ౕを使用ߔるᄦ婦自体の自由の保護߽ߪちࠈ

 。あるߢたのߞあߢる問題߇ߥという社会的地の保護に߽つޠᄦ婦ޟޔࠎ

憲߇ᮭシࡃイࡊ肝心のޔて߽ߒうとࠃߒて避妊ౕの使用を保護ߞࠃにᮭシࡃイࡊޔߒ߆ߒ

法ౖのߤこに߽確に規定さࠇていߥい。加えてޔ実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論を用いてࡊޔイࡃ

シᮭを創ㅧߔることにߪ抵᛫߇ある。そこߢ Douglas ⵙ್ቭたち߇注目ߒたのޔ߇Lochner ᤨ代に

経ᷣ的自由の領域以外߽ߢ実体的ᮭ利とߒてᛚ認さޔࠇ当ᤨ߽ߢ維持さࠇていた Meyer ್と Pierce

್のሽ在ߢあߞた。Griswold ್߽ߢ引用さࠇた両್ޔߪLochner ᤨ代に批್にさࠄさࠇた経ᷣ

的自由の領域とߪ異ޔࠅߥいう߫ࠇߥ親密߆つ家族性に関ߔる領域の問題ߢあߞた。 

Janet L.Dolgin た領域性の㆑いにߒこうޔߪ Douglas ⵙ್ቭたちߪ注目ޔߒLochner ᤨ代のᮭ利創

ㅧを経ᷣ的問題と親密߆つ家族性の問題とに別ࠃߒうと試みたのߢあࠈうと考察ߒている
84
。つ߹

第ޔࠅ 1 ୃ正と第 14 ୃ正を根に Meyer ್と Pierce ್ޟ߇人間同士のつࠅ߇ߥ㧔the association 

of people㧕ޠという観点ߢ実体的内容に憲法のᛚ認をਈえたことޔ߇ᄦ婦といういわ߫親密ߥㆇ

共同体に憲法の保護をਈえる意義付けの一つにߞߥたというのߢある。 

とߪいえޔLocner ᤨ代における経ᷣ的問題と親密ߥ家族問題の法ᓞ内容ޔߪ必߽ߒߕ厳格に別ߢ

NAACPޔい。加えてߥߪߢるわけ߈ ್にߞࠃてޔ第 1 ୃ正の集会のᮭ利㧔the right of assembly㧕

にޟ自身と同ߓ考えを持つ人たちの中に自分߽参加ߔる
85
うるࠇ内包さ߇という意味の結社の自由ޠ

とߒて߽ޔそߪࠇの問題ߢあߞてޔ⑳的空間内の親密ߥ行ὑに߹ߢ解釈をߍるの߿߿ߪ無理߇あ

る。事実ޔMeyer ್߿ Pierce ್における両親のㆬ択߿ NAACP ್における結社の自由ޔߪの

                                                           
83 Id. at 222 (White, J., dissenting). 
84 Dolgin, supra note 42 at 1550. 
85 James B. Stoneking, Penumbras and Privacy: a study of the use of fictions in constitutional decision-making, 87 W. VA. L. 

REV. 859, 868 (1984). 
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場における問題ߢあߞた。 

そࠇゆえޔDouglas ⵙ್ቭたちޔߪいくࠄ第 1 ୃ正ࡊޟࠄ߆イࡃシߪ府の不当ߥ侵ኂࠄ߆保

護さࠇるޠというࡊイࡃシᮭの要素߇検出さࠇると仮定ߒて߽ޔそߛࠇけࡊߢイࡃシᮭをዉ

いߥࠇߒ߽߆たのߞて弱いと思ߒ論理とߪことߔ出߈
86
。そこޔߢᄦ婦の寝ቶ内の親密߆つ⑳的行ὑ

に関ߒて府の不当ߥ入߇及߫ߥいࠃうޔ第 3・第 4・第 5 ୃ正といߞたࡊイࡃシを内実ߔる

 。うࠈあߢうと試みたのࠃߒて補足ߞࠃ規定にߥうࠃの߆

第ޔわちߥߔ 3 ୃ正・第 4 ୃ正の規定ࡊࠄ߆イࡃシの保㓚範࿐の要素をޔ第 5 ୃ正ࠄ߆府߆

た。そのߒ出߈る要素をዉ߈ߢの保㓚範࿐を創ㅧシࡃイࡊたߒそう߇Ꮢ民ޔにߕᐓᷤをฃけࠄ

第ޔߢ 9 ୃ正ࠄ߆個人に対ߔる憲法の保㓚ߪ列挙さࠇたᮭ利ߛけに留߹る߽のߥߪߢいというࡊ

イࡃシの概念の大ߒ߽ޔくߪ他の基礎的ߥ諸ᮭ利の保㓚に役立ちうる要素を付け加えてࡊޔイ

 。るࠇと思わߛたのߒ⸽あると論ߢ理に適う߽のߪᮭシࡃ

こࠇに対ߒてޔRoe ್における堕胎の自由ޔߪ⑳的空間内の行ὑというޔࠈߒ߽ࠅࠃ女性自身

の生活߿将来といߞたޟ生߈方ޠに関わる問題ߢあߞた。そࠇゆえޔRoe ್ޔߪߢ問題とߞߥた女

性の堕胎のㆬ択߇仮に否定さࠇたࠄ女性にߤのࠃうߥ不利益を被るの߆を考えた場合ޔ実体的࠺ュ

次のߪう。このことࠈあߢたのࠇいとの断をਅさߥるをえߑセス理論を用いࡠࡊ・ Blackman ⵙ

್ቭの考えに表わࠇていると思わࠇる。 

ߤ子߿ることߥうる。Უ親にࠅあ߇㓚ኂߥ特定の直接的ߥ妊ᆼ早期において߽ක学的に⸻断可能ޟ

ていߞ迫ߒ差ߪい。心理的㓚ኂߥࠇߒ߽߆女性に⧰ᖠに満ちた生活と将来を強いるߪ増えること߇߽

る。子߽ߤの世話にߞࠃてޔ精的そߒて身体的健ᐽに⽶担߇加わる。߹たޔ望߹ߑる子߽ߤに関わ

る不利益ߴߔ߇ての関係者に߽たࠄさޔࠇ既に心理的その他において子供を世話ߔることのߥ߈ߢい

家族に子߽ߤを߽たߔࠄことの問題߇ある

87
 。ޠ

Roe ್を好意的に評価ߔる者ޔߪこうߒた Roe ್の根付けをޔ女性の社会的差別を是正ޔߒ

女性の社会的ᐔ等を保護ߒた߽のߛとの評価をਈえる

88
。例え߫ޔKenneth L. Karst㧔以ਅޔKarst

とߔる㧕ޔߪ堕胎߇Ꮊにߞࠃて禁ᱛさࠇた場合ޔ女性に対ߔる社会的差別߇生ߓてߒ߹うと指摘ߔる

89
。

Karst にޔ߫ࠇࠃᎺの堕胎禁ᱛߪ子߽ߤを育てること߇妊婦ߢある女性の義ോߢあޔࠅそ߇ࠇ自然ߛ

と考えるᎺあるいߪ社会の期待ࠄ߆くる߽のߢあるという

90
߹߇たᎺの期待ߒそうޔߒ߽ޔߒ߆ߒ。

一߇胎児のᲣ親ޔた場合ߒ金銭的援助を拒否ߪ育児を棄あるい߇胎児の父親ޔ߫ࠇあߢ通るのࠅ߆

人ߢ子߽ߤを養育ߥߒけߥࠄߥ߫ࠇくߥる⽶担を⽶うことにߥる。そࠇゆえޔKarst Roeޔߪ ್の

                                                           
86 Thomas I. Emerson, Nine Justice in Search of a Doctrine, 64 MICH. L. REV. 219, 221-222 (1965).  
87 Roe, 410 U.S. at 153. 
88 See, e.g., Sylvia A. Law, Rethinking Sex and the Constitution, 134 U. PA. L. REV. 955, 987-1002 (1984); Ruth Bader 

Ginsburg, Some Thoughts on Autonomy and Equality in Relation to Roe v. Wade, 63 N.C. L. REV. 375, 382-86 (1985). 
89 Kenneth L. Karst, Forward: Equal Citizenship Under the Forteenth Amendment, 91 HARV. L. REV 1, 58 (1977). 
90 Id, at 57. 
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問題を男女関係に関ߔる女性の社会的地の問題と関係ߔるとみるのߢある

91
。 

たޔߛKarst 比較対象のሽ在をߪᐔ等の概念ޔて߽ߒるとߔる女性の社会的ᐔ等を考慮とߔ指摘߇

必要とߔる概念ߢある

92
。堕胎行ὑߪᲣ親とߥる女性特有の行ὑߢある以ޔ父親とߥる男性を比較

対象とߔることߪ出来ߥい。そࠇゆえ Roe ್ޔߪ女性の社会的ᐔ等߿女性߿胎児を取ࠅ巻く状況を

考慮ߔるという観点ޔࠄ߆ᐔ等保護理論ߥߪߢく実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論にߞࠃてޔ自己定を

 。߆うࠈߛいߥߪߢたのߒて女性の社会的ᐔ等の保護を߽包含ߒる個人の自由とߔ

Roeޔߒ߆ߒ ್を批್ߔる者たちޔ߫ࠇߔࠄ߆堕胎ߔること߇女性の将来ޔその家族ޔそߒて生

ߞࠃセス理論にࡠࡊ・ュ࠺実体的ޔࠄ߆いߥࠄ限ߪ善いと߽ߒߕて必ߞてくる胎児の将来にとࠇ߹

て堕胎の自由を保護ߛ߈ߴߔとの考え自体ޔⵙ್ቭの主観的ߥ価値್断ߢあると批್ߔるߥࠇߒ߽߆

い。確߆にޔこの点߽考慮ߔる必要߇あࠈう。ޔ߇ߛ胎児を堕胎ߥߪߢ߈ߴߔいとߔるᎺの考え߽ޔ

߹たޔ民意をᤋさߖた府にࠃる立法策にߞࠃて保護ߛ߈ߴߔとߔる考え߽ޔ一つの主観的ߥ価

値್断ߢあるといえるのߥߪߢいࠈߛう߆。何故ޔࠄߥ堕胎をㆬ択ߔる女性個人の状況߽様々ߢあޔࠅ

ม法ߢあޔࠇ立法ߢあޔࠇ何߆ࠄの一つの価値にߞࠃて್断ߔることߪ困難ߢあるߢࠄ߆ある。 

そࡊޔߪߢࠇイࡃシᮭに含߹ࠇる堕胎のㆬ択の定ᮭ限ޔߪ誰にᆔࠇࠄߨるߥ߈ߴの߆。

Laurence H. Tribe㧔以ਅޔTribe とߔる㧕ߕ߹ޔߪ家族の価値を挙ߍる。彼にޔ߫ࠇࠃ第 1 ୃ正ࠄ߆

結合㧔association㧕の自由߇ዉ߈出さޔࠇそこࠄ߆家族߇自ࠄの構成員を定ߔるᮭ限をਈえࠇࠄる

る。第ࠇあるとさߢ߈ߴ 1 ୃ正の中心的任ോޔߪ共有さࠇた理解߿価値にߞࠃて特ᓽ付けࠇࠄるコࡒ

ュ߿ࠖ࠹࠾集団の伸長ߢあޔࠅその最߽基本的ߥ集団ߢある家族߇自己定義ߔるᮭ利ߪ外部の者に堕

胎のㆬ択についての役割をਈえることとߪ両立ߥߒいとさࠇる。そのためޔRoe ್にߪක師߇最終

定ᮭを持つ߆のࠃうߥ表現߇多くみࠇࠄるޔ߇あく߹ߢ最終定ᮭߪ家族߇持つߢ߈ߴあると彼ߪ

言う
93
。 

たޔߒߛ家族内ߢあߞて߽ޔ胎児の父親とߥる男性ޔ߇Უ親ߢある女性に対ߒて胎児を産み育てる

ことを要求ߔるᮭޟ利ޠを主張ߔるࠃうߥこと੍߇想さࠇる。߽ޔߒ相手の男性に役割をਈえてߒ߹

うとޔ女性に著ߒく不利を招く可能性߇ある。そのためޔTribe い妊ᆼと望ߥ߹望ߢ方法ߥ様々ޔߪ

堕ޔࠈ結局のとこޔ߫ࠇていることを考えߒて社会参加に⽶担を課ߒ女性のᐔ等者と߇߽ߤい子ߥ߹

胎の最終定ᮭ限ߪ堕胎をߔる女性にᆔࠇࠄߨることにߥるޔと結論ߔるのߢある
94
。 

以のことޔࠄ߆⑳的領域においてࡊイࡃシᮭにߞࠃて個別的自由߇保護さࠇるのにޔߪ的

領域における個人の自由߿ᐔ等の保護という観点߽考慮さࠇていたといえる。さࠄにޔRoe ್にお

いてޔ個人の自己定という観点ࠄ߆堕胎の自由߇保護さࠇたことࡊޔߪイࡃシᮭの射程範࿐に

                                                           
91 Id, at 58. 
92 Randall P. Bezanson, Emancipation as Freedom in Roe v. Wade, 97 DICK. L. REV. 485, 486 (1992). 
93 Tribe, supra note 50 at 34-36. 
94 Id. 
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おける⑳的行ὑのㆬ択ޔߪ府߿Ꮊあるいߪ第ਃ者といߞた者たちにߞࠃてᐓᷤさࠇるߥߢ߈ߴくޔ

家族߿個人と親密ߥ関係を築いている者のみ߇その定ߔること߈ߢ߇ることを意味ߒている。この

Roeޔ߫ࠄߥを捉えるᮭシࡃイࡊうにࠃ ್ޔ߇子߽ߤを産ߤ߆う߆に関ߔる事柄を越えてޔ

家族関係߿親密ߥ個人的関係に߹ࡊߢイࡃシᮭの射程範࿐をޔߍ体系化ߠけࠃうとߒた意࿑に

߽納得߇いくߢあࠈう。 

 

結語 

⁛定をߥある種の㊀要ޟ的領域内における個人の⑳ޔߪᮭシࡃイࡊ憲法学におけるࠞࡔࠕ

立ߒて行う利益ߥߔޔޠわちޟ自己定ޠに関ߔる利益を߽保護ߒている。ޔߒ߆ߒ近代立憲主義の

基本原理ߢある個人主義の考えに基ߠくのߢあޔ߫ࠇᮭ力のᐓᷤをฃけߕにޔ個人の自己ㆬ択߇ዅ

㊀さࠇることߪ当然のことߥߪߢい߆。このࠃうߥ問題意識の߽とޔ本Ⓜࠞࡔࠕޔߪߢ憲法学にお

けるࡊイࡃシᮭの論理の展開を構ㅧ的に分析ߔることࡊޔߢイࡃシᮭにߞࠃて⑳的領域内に

おける個人の自己定ࡊ߇イࡃシᮭにߞࠃて保護さࠇる意義について検討を行ߞて߈た。 

てࠇ߹含߇る意味ߔの中に個人の自己定を保護ᮭシࡃイࡊޔࠄ߆当初ޔߪߢ憲法学ࠞࡔࠕ

いると考えࠇࠄて߈たわけߞ߆ߥߪߢた。Griswold ್においてࡊイࡃシޔߪᮭ初めて憲法の

ᮭ利とߒて認めࠇࠄたޔ߇ᄦ婦の寝ቶにᮭ力の侵入を防ޟߋ⑳事の秘匿ޠの保護を目的とߔる߽の

Eisenstadtޔߒ߆ߒ。たߞ߆ߥていࠇ意識さߪてߒるᮭ利とߔ個人の自己定の保護ޔࠅあߢ ್にお

いてࡊイࡃシޟ߇ᮭ子供を産߆否ࠃ߆うߥ個人に根本的ߥ影響をਈえる事柄についてޔ府߆

へޠ自ᓞޟࠄ߆ޠ事の秘匿⑳ޟޔߪたことࠇと定義さޠいための個人のᮭ利ߥᐓᷤをฃけߥの不当ࠄ

とࡊイࡃシの概念の転឵を示唆ߔる߽のߢあߞた。さࠄにޔ堕胎の自由߇問題とߞߥた Roe ್

においてࡊイࡃシޔߪᮭ第 14 ୃ正の自由の概念と結び付けࠇࠄることޔߢ自己定を保護ߔる

意味とߒて߽捉えޔࠇࠄその射程範࿐߇婚姻ޔ出産ޔ避妊ޔ家族関係ޔ子供の養育おࠃび教育に関ߔ

る事柄に߹ߢ及ぶとさࠇた。 

このࠃうにࠞࡔࠕ憲法学においてޔ個人の自己定を保護ߔる意味ߢのࡊイࡃシޔߪᮭ合衆

国最高ⵙ್例の展開にߞࠃて意識さࠇるࠃうにߞߥたのߢある。ޔߒ߆ߒそのࠃう್ߥ例の展開過程

の中ޔߢ合衆国最高ⵙにࠃるࡊイࡃシᮭの保護理論ߪ一様ߞ߆ߥߪߢた。ߥߔわちޔGriswold ್

ߪߢ半影理論ޔEisenstadt ್ߪߢᐔ等保護理論ޔRoe ್ߪߢ実体的࠺ュࡠࡊ・セス理論にߞࠃ

てޔ各್ߢ問題とߞߥた憲法に示さࠇていߥい個別的自由をࡊイࡃシᮭとߒて保護ߒて߈た

のߢある。 

この合衆国最高ⵙのࡊイࡃシᮭに関ߔる保護理論の㆑いࡊޔߪイࡃシᮭにߞࠃて問題とߥ

社会全体ޔくߥߢけߛ的領域における個人本人の自由⑳ޔ߫ࠇけߥࠇ憲法保護さ߇た個別的自由ߞ

の秩序維持に߽影響߇及ぶ可能性߇あߞたߢࠄ߆ある。Griswold ್においてᄦ婦のࡊイࡃシᮭ

を認めߥけޔ߫ࠇ婚姻制ᐲという社会制ᐲ߇破綻ߔるおそ߇ࠇあߞた。Eisenstadt ್において未婚者
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のࡊイࡃシᮭを認めߥけޔ߫ࠇ既婚者に対ߔる未婚者の社会的不ᐔ等という未婚者に対ߔる差別

Roeޔてߒた。そߞあ߇る可能性ߓ生߇ ್において堕胎の自由をࡊイࡃシᮭとߒて保護ߔるこ

とにޔߪ女性の社会的差別の是正といߞた社会問題߇その背᥊にあߞたのߢある。 

このࠃうにࠞࡔࠕޔ憲法学においてࡊイࡃシᮭにߞࠃて個人の⑳的領域߇保護さࠇうるのޔߪ

社会生活における個人の自由の保護߿社会秩序の維持との関ㅪ性を有ߒていたのߢある。ߒたߞ߇てޔ

的領域を社会とቢ全に隔㔌⑳ޔて߽ߞる⑳的領域内の個人の自己定の保護といࠃにᮭシࡃイࡊ

さࠇた領域とߒて捉えるのߪ妥当ߥߪߢいと思わࠇる。 

本Ⓜࠞࡔࠕޔߪߢ憲法学におけるࡊイࡃシᮭの論理の展開を構ㅧ的に再検討ߔることޔߢこ

のࠃうߥ結論に⥋ߞた。ޔߒ߆ߒそのࠃうにࡊイࡃシᮭを捉える場合ޔ以ਅのࠃうߥ疑問߇生ߓ

る。第一にޔ近代立憲主義ߪ⑳的領域と的領域とを分ߔることを前ឭにߔるޔ߇本Ⓜの結論のࠃ

うに自己定を意味ߔるࡊイࡃシᮭの⑳的領域߇的領域の影響をฃける߽のߢあるとߔるࠄߥ

Roeޔ第ੑに。߆いのࠃうに考えてゆけ߫ࠃのߤの保護領域をᮭシࡃイࡊޔ߫ ್を契機にࡊ

イࡃシᮭの射程範࿐ߪ婚姻ޔ避妊ޔ出産ޔ家族関係ޔ子߽ߤの養育おࠃび教育に関ߔる事柄に߹ߢ

及ぶとさࠇたޔ߇こࠄࠇの個別的自由の共通性ߪ何߆という疑問ߢある。こࠄࠇの疑問についてޔߪ

別Ⓜにおいて論ߓてい߈たいと思う。 

 

㧔2012 年 7  13 日脱Ⓜ㧕 


